
心地よく流れる時間を、すべてのお客様のために・・・ 優雅で充実したひとときを、心ゆくまでご堪能ください。

お車にて ──────────────────────────
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最近、新聞や雑誌でＬＧＢＴという言葉を目に

することが多くなりました。昨年、自民党の杉田

水脈衆議院議員が、「新潮45」において、ＬＧＢ

Ｔには生産性がないので公的支援の必要はないと

寄稿して批判を浴び、同誌が休刊に追い込まれた

ことも記憶に新しいところです。

ＬＧＢＴとは、レズビアン（女性同性愛者）、

ゲイ（男性同性愛者）、バイセクシュアル（両性

愛者）、トランスジェンダー（心の性と身体的性

が一致しない者）の頭文字をとったもので、性的

少数者の総称として用いられています。2016年に

民間会社が実施した調査によれば、ＬＧＢＴは人

口の約5.9％存在するという結果が出ています。

しかし、これまでの人生でＬＧＢＴ当事者が周

囲にいたという人は少ないかもしれません。それ

は、多くの当事者が、学校などで「ホモ」「レズ」「気

持ち悪い」等と侮蔑的な言葉を投げかけられたり、

いじめられたりした経験を有しており、家族や友

人にも自らのアイデンティティを偽って生きてい

るからです。アンケート調査では、ＬＧＢＴの自

殺念慮率が高いと報告されており、厚生労働省の

「自殺総合対策大綱」（2017年）においても、重点

施策としてＬＧＢＴに対する理解促進等が盛り込

まれました。

憲法13条は「すべて国民は、個人として尊重さ

れる」と定め、個人が自分らしく生きる上で不可

欠な権利・利益を幸福追求権として保障していま

す。その意味で、ＬＧＢＴの抱える困難は、まさ

に個人の人格的生存に関わる人権問題といえます。

ＬＧＢＴに対する公的支援が大きく前進する

きっかけとなったのは、2015年に、渋谷区と世田

谷区で始まったパートナーシップ証明制度です。

その後、10自治体で同様の制度が設けられ、今年

ＬＧＢＴに対する差別解消の法整備を巻頭言

千葉県地方自治研究センター理事　総武法律事務所　弁護士 喜田　康之

１月から、千葉市においても、「パートナーシップ

宣誓の取扱いに関する要綱」に基づき、パートナー

シップ証明制度が開始されることになりました。

千葉市のパートナーシップ証明制度は、同居し

共同生活を営む２人がパートナーであることを宣

誓すれば、市が宣誓証明書を発行するというもの

で、同性カップルだけでなく事実婚の異性カップ

ルも対象にした点に特色があります。

本来、婚姻制度は国が定めるものですから、パー

トナーシップ証明は同性カップルに婚姻を認める

ものではありません。しかし、これまで多くの同

性カップルが、同性であることを理由に賃貸住宅

の入居を断られたり、パートナーが入院したとき

に病院から面会を断られたりしていたことから、

これらの日常生活上の困難を解消する効果が期待

されています。

このように、パートナーシップ証明制度の効果

は限定的なものですが、それにもかかわらず、千

葉市のパブリックコメントには、「市のイメージ

ダウンにつながる」「証明を求めて同性愛者が千

葉市に流入する」等の反対意見が多数寄せられま

した。これらの反対意見は、現在もＬＧＢＴを差

別・嫌悪する感情が根強いことを示しており、逆

説的にＬＧＢＴ支援の必要性を証明しているとい

えます。

パートナーシップ証明制度の他にも、ＬＧＢＴ

の職員への福利厚生の平等化など、近年のＬＧＢ

Ｔに対する公的支援は地方自治体がリードしてき

たといっても過言ではありません。誰もが自分

らしく生きることができる社会を実現するため、

パートナーシップ証明制度がさらに多くの自治体

に広がると共に、国においても、差別解消のため

の法整備が進むことが望まれます。
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○兼村　明治大学の兼村です。プロフィールにあ

ります公共政策大学院というのは、いわゆる専門

職大学院で、夜間開講しております。千葉市職員

や市議会議員の方も、たしか当大学院に通ってい

たと思います。千葉県からも何名か学生が来て、

公共の分野の専門的な知識と技能を学んで、政策

立案あるいは行政で役立ててもらっているという

ような所であります。

きょうは、いわゆる公共施設マネジメントとい

うお話をさせてもらうのですが、今や非常に大き

な問題でありまして、１時間ぐらいでは到底話つ

くせる問題ではありません。さらに、もっと知りた

いという方は、ぜひこの大学院に来ていただいて

学んでいただければと思います。本日のテーマは

非常に難しい問題なのですが、最後に幾つかヒン

トになるようなお話ができればと思っております。

お話する内容は、改めて「公共施設マネジメン

トとは何か」という点と、老朽化した公共施設・

インフラをどのようにリニューアルすればよいか

という二つです。

■インフラ対策にはお金が問題

最も重要だと思われるのは、やはりお金の問題

です。お金があれば、建てかえ、あるいは長寿命

化を進めることができます。なぜ、お金がないか

というと、税金が足りないわけです。では増税が

できるかといいますと、増税は今の政権ではなか

なか難しく、借金だけに頼っています。では、ど

うすればいいのか？　とにかくお金がない中で、

どのようなアイデアを出して更新していくのか。

橋や道路が陥没しないうちに、どのように進めて

いけばいいのかということだと思います。

最近、イタリアで橋が崩落するという、とんで

もない事故が起きました。アメリカでも何件か、

そういう事例が報告されています。我が国ではそ

のような事故が極力起こらないように、行政の責

任として対応していかなければいけません。地方

自治体が、お金を調達するために貯金をしている

と、財務省から、「何だ、埋蔵金ではないか」と

いうことを言われたりして、非常にやり繰りが難

しい状況になっています。

政府は2019年度の概算要求も出揃い、これから

2019年度予算を取りまとめています。一部では、

「一般会計が100兆円を超えるのではないか」と言

われております。何とか安倍首相が自民党総裁に

３選され、これからも３年間アベノミクスを継続

して、積極財政を進めていくのでしょう。これは

財政にとっては悪い話はないのかもしれません

が、2019年度の経済見通しとして地方財政の確立

と、住民の安全・安心をどのように確保していく

かが課題です。

恐らく幾ら知恵を絞っても、なかなかお金は出

てきません。そこでどうするか？　そうしますと、

やはり住民に登場してもらうしかないのではない

か。行政だけではできませんから、ここは住民の

第11回千葉県地方自治研究集会基調講演

公共施設・インフラの老朽化と地方財政
～住民の安全・安心を守るために

明治大学公共政策大学院　ガバナンス研究科教授
兼村　高文

2018年9月22日収録

再録編集文責：本誌編集部
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理解を得て、いろんなところでサポートをしても

らう。それが、「協働のガバナンス」ということ

だと思います。行政が住民を説得していく必要が

あるのではないかと思います。

それからもう一つは、毎年増えている元気な高

齢者を資源として見る必要があるのではないかと

いうことです。イギリスの“co-production”（協働）

というのは、高齢者を資源と見て、その資源を有

効活用していく取り組みを日夜行っています。そ

のために、行政が説得と取りまとめを行い、その

ような人たちにいろんなところで協働してもらう

ということが必要になってくるのではないかと思

います。高齢者を介護の対象ではなくて資源とし

て活用することも、これからは考えていかなけれ

ばなりません。

「マネジメント」というのは、すでにいろいろ

なところで取り上げられています。高度成長期に

様々なインフラ等が、ちょうど前回の東京オリン

ピックのあたりで、急ピッチで整備されました。

奇しくも2020年、また東京でオリンピックがあり

ます。これまでの間にインフラ等がかなり朽ちて

きましたので、今、きちっと整備していくという

ことが求められています。そこにマネジメントと

いう言葉がずっとあって、公共経営というのは、

パブリック・マネジメントの訳ですけれども──

あちこちで「マネジメント」というような言葉が、

一般的にも使われてしまっています。

■マネジメントにはむだを省く一定の
　効果があった

私が関係している役所でも、「マネジメント」

という名前の部署がつくられています。何を担当

するんですかと聞くと、「マネジメントだから、

まあ経営だろう」と。民間の経営的な感覚を、行

政に持ち込んで対応していくわけですが、理屈は

わかるのですけれども、実際には、なかなかこれ

が難しい。

それをラジカルに突き詰めていったのが、「事

業仕分け」です。もう随分昔になりますけれど

も、民間の効率的な考えで、無駄のない行政サー

ビスをめざしました。そのためにパフォーマンス

メジャーメントといって、業績の測定を行いまし

た。ところが、なぜか失敗しました。

「事業仕分けをしようじゃないか」と国民が大

騒ぎをして、テレビでも放映されて、行政をみん

なで痛めつける──みんな拍手が起こりました。

私もちょっとかかわったのですけれども、何か後

味が悪い。こんな無駄ことをしてきたのかという

ことで、議員の人たち、あるいは“仕分け人”と

いう人たちが、公開処刑のようなことを行います。

行政はそれに対して、いろんな言いわけを言う。

「これは、これだけかかります。これは必要なの

です」というようなことを言い、結局、らちが明

きません。

民間では民間で、あのときはみんなが出
で わ の か み

羽守に

なるわけです。民間の出羽守です。「民間では、

民間では」と言います。「民間では」と言うと、

みんな納得するわけです。住民の人たちは、「民

間でこれだけできるものが、行政でできないわけ

がないだろう」と言います。これで攻められて、「だ

めだ、だめだ。もう、やめてしまえ」あるいは、「民

間に移せ」みたいなことが言われました。確かに

「こども館」とか、「仕事館」──私は見てきまし

たけれども、あんな所にこんな巨大なものが必要

かと思いましたが、民間では考えられないような

ものをつくってきたことは確かだったのです。今

は、それはないかと思いましたが、民間の感覚が

欠けていたことは確かです。

それを「マネジメント」という言葉によって、

いろんなところで無駄を省いてきました。これは

効果があったと思います。ただ、教育、科学、あ

るいは福祉等の分野がなぜ事業仕分けに適さない

かといいますと、民間ではできないからです。経
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済学で言う、いわゆる“市場の失敗” ということ

なのです。“市場の失敗” のところについて、市

場ができないから行政が担当しているわけなので

す。いろんな基礎的な科学研究というのは、莫大

なお金がかかります。これは民間の採算ベースに

は当然乗りません。ですから、これは行政でやら

ざるを得ません。つまり民間ではできないものと

いうのは、市場で失敗したものです。

ただし、市場で失敗しているものには、住民の

生活にとって非常に重要なものがあります。この

点を無視して、事業仕分けを行っていく、あるい

は民間の手法によるマネジメントによってバッサ

バッサ切っていったところが、私は敗因だと思っ

ています。そこは行政が“市場の失敗”のところ

をきちんと補っていくことが必要なわけです。た

だし、それまでの行政のイメージが──恐らく黒

澤明監督の『生きる』という映画に象徴されるよ

うな、志村喬が演じたかつての行政マンのイメー

ジが、やはり当時はまだまだ住民の間にあったの

ではないかと思います。

ところが「マネジメント」、公共経営（パブリッ

ク・マネジメント）ということがいわれはじめ、

そのようなイメージがみんな払拭されて、あれ以

来、行政マンも随分変わりました。ああいう、『生

きる』に映し出されたようなシーンというのは、

今はどこでも見かけません。いくら田舎の役場に

行ったとしても、ああいう人は恐らく１人もいな

いと思います。これは、大きな成果だと思います。

マネジメントで行政マンのサービス、あるいは行

政サービスの内容・質も随分変わってきました。

それを、突き進めてきたのが現代なのですけれ

ども、ただ、今言ったように“市場の失敗”の分

野を仕分けしたり、あるいはマネジメントで効率

化していくというのには、限界があります。最近

では、行政サービスというのは、「パブリック・

マネジメント」から「パブリック・ガバナンス」

というようなことを言っています。これは民間と、

公共にかかわる人たちが、公共の場面で協働しな

がらサービスの内容を決めていく──いわゆるガ

バナンスを決めていくというようなことであり、

そこが重要なのです。

■純粋な公共サービスは
　市場にはなじまない

確かに効率性を求める行政サービスというの

は、かなり進んできました。今、残っているのは

純粋な公共サービス、いわゆる市場での失敗の

ケースが多いのではないかと思います。そこは効

率ではなくて、住民との協働でサービスの質や内

容を決めていくというような公共支援が重要では

ないかと思います。マネジメントというものには、

そういう意味があります。マネジメントも重要な

キーワードですけれども、同時に公共サービスと

いうのは、やはり民主的なガバナンスによって決

めていくということも大切です。

今、マネジメントというキーワードを使いなが

ら、効率的な公共施設の維持・管理・運営が進め

られています。この動きの大きなきっかけとなっ

たのが、例の中央自動車道の笹子トンネルの天井

崩落事件です。あれで一気に公共施設──いわゆ

るインフラを、きちんと管理していこうではない

かという機運が高まり、長寿命化基本計画、ある

いは行動計画が公表されました。総務省によれば、

「公共施設等総合管理計画」の未作成は６～７団

体ぐらいで、地方公共団体の99.6％が、計画を策

定して進めていると報告しています。

これも改めて説明する必要はないかと思います

が、公共施設とは何かといいますと、ハコモノや

インフラといわれるものです。国交省はインフラを

管理しているということで、具体的な施設等を公

表しています。こういうものについて、計画的に

管理運営していきましょうということであります。

もう一つよく聞かれるのが、アセット・マネジ
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いうことも、担当課もよくわからないということ

もあるようです。これを取得原価ですべて洗い出

して台帳を整備するわけです。幾つかの自治体で

公表しているところもあるようですけれども、台

帳の整備ということがある程度進められることに

よって、金額的にもきちっと把握ができます。そ

うしますと、それに基づいて、老朽化の程度を金

額で把握ができるというメリットもあって、今で

は随分進められています。

このようにして、台帳整備等とともに実態把握

が進められています。これは、進歩した点だと思っ

ております。公共施設については、これまでもい

ろんな調査がありましたけれども、金額で把握さ

れておらず、そういう意味ではこれも随分、重要

なポイントだと思っております。そういう点を含め

て、効果・検証・評価ということが、マネジメン

トに貢献していくということにつながっています。

■高度成長期公共施設が
　老朽化の限界にきている

図表１はいろいろなところで見かける図です

が、60年代後半から70年代にかけて公共施設が整

メント（資産管理）、あるいはファシリティ・マ

ネジメント（経営管理方式）というもので、幾つ

かの自治体で進められているようです。私のとこ

ろにきている自治体の職員で、このような管理計

画の担当者がいます。いろいろ聞いてみますと、

「計画を策定して対応しています」とのことです

が、ただし、なかなか計画通りには進んでいない

ようです。特に、地下に埋まっているような下水

道等については、必要性はそれぞれありながらど

うもなかなか進まないという現場の声が聞こえて

きます。

それを解決する手段の一つとして、アセット・

マネジメントとか、ファシリティ・マネジメント

というようなことが、いろいろ工夫しながらやら

れています。先進的と言われる自治体──千葉県

でも習志野など幾つかの自治体──が、総務省の

職員が関わりながら進めているようです。

それから、地方公共団体の資産の状況を正しく

把握するツールとして、固定資産台帳があります。

これは平成26年に総務省が「統一的公会計基準」

を策定しました。総務省は、それまで公会計基準

として「総務省方式改訂モデル」と「基準モデル」

の二つのモデルを示していました。また、東京都

250.0

210.0

170.0

130.0

90.0
1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005

1970年代に
公共施設が
もっとも増加

市区町村保有の主な公共施設の
延べ床面積の推移（㎢）

は東京都方式といわれるような

ものがありましたので、それら

を全部一つにしようということ

で、「統一的公会計基準に基づ

いて、それぞれ財務書類を作成

してください」という通達を出

しました。それを作成するため

に、固定資産台帳の整備が同時

に求められました。

これもいろいろな話を聞いて

いきますと、台帳はあるけれど

も、どうも整備されているとは

いえない状況もあるようです。

大体、資産として何があるかと

図表１　市区町村保有の主な公共施設の延べ床面積

出所：総務省自治財政局財務調査課資料
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備されてきたのがわ

かります。ちょうど

前回の東京オリン

ピックの前後にあた

ります。私はそのと

き中学生でしたが、

確かに様々な高速道

路ができて、ものす

ごく整備されたこと

を覚えています。地

下鉄もできました

し、「 夢 の 超 特 急 」

新幹線も昭和39年に

開通しました。これ

は当時としては、た

図表２は、建設後50年以上経過するインフラの

割合を示したものです。下水道は整備が遅かった

ので、50年以上経過するものはあまり多くはあり

ません。道路橋、河川施設、港湾岸壁は古い施設

が多く、水道施設も機械施設等がかなり傷んでき

ているというのは事実です。インフラの老朽化に

ともなって、維持管理・更新費の負担がかさみ、

財源が足らなくなるという予測が様々なところか

ら出されています。

図表３をご覧ください。この図は、滋賀県市町

の例ですが、将来負担比率と資産老朽化比率の関

係をみています。先ほどの統一的な公会計基準の

財務書類を作成することにより、それに伴って固

定資産台帳の整備が求められているとお話しまし

た。台帳整備が進むと共に、この老朽化比率が算

定されるようになりました。それぞれの資産が取

得原価で評価をされてきましたので、その数字を

もとに減価償却累計額を取得価額で割って、どれ

だけ償却が進んでいったかという老朽化比率を求

めることができるようになったわけです。

それから、図の縦軸の将来負担比率は健全化判

断比率の一つです。図は、負債の程度を縦軸、老

0

8
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25
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19
26

53

道路橋

割
合（
％
）

2010年度 2020年度 2030年度

下水道 河川施設 港湾岸壁

10

20

30

40

50

60

70

図表２　建設後50年以上経過するインフラの割合

備考：道路橋は長さ15ｍ以上のもの。河川施設は水門などをいう。
出所：国交省集計

いへん画期的でした。「あしたがある、明るいあ

したがある」というような坂本九の歌がはやりま

したが、どんどん発展していくのが日に日に見え

ていた時代です。非常に希望が持てたときでした。

どんな施設でも40 ～ 50年経てば劣化が目立つ

ようになります。人間よりは寿命が短くて、50年

～ 60年ぐらいですので、早く何とかしなければ

いけません。私は、毎年イギリスに行きますが、

イギリスも施設が老朽化しています。ただし、イ

ギリスの公共施設・インフラなどは、耐用年数が

一番長いもので120年あります。もちろん30年・

40年というのもありますが、日本では耐用年数が

120年というのは、まずありません。イギリスの

耐用年数は120年あって、庁舎などは古いものを

ずっと使っていますので、100年～ 200年は当た

り前にもっています。ですから、日本ほど公共施

設の更新は問題になりません。

日本はコンクリートですので、寿命が短いのは

やむを得ません。施設をつくっている当時はそん

なこと、全く考えませんでしたからね。今、そう

いう問題に直面して、我々の世代で何とかしない

といけないと思っています。
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朽化比率を横軸にし

て、それぞれの市町の

負担と老朽化の程度を

あらわしています。滋

賀県のそれぞれの自治

体が今、どんなポジ

ションにいるのかを明

示化しています。この

原点に近いほど若くて

負担も低い。右の上に

いけばいくほど負担が

重くて、施設・インフ

ラが年を取ってしまっ

ていて老朽化していま

すよという図です。

じだと思いますが、「決算カード」と言われてい

る決算統計の集計表があります。この決算統計を

応用して、「決算状況資料集」というのが平成22

年度決算分から新たに作成されています。

今、全国の地方自治体において、決算議会が行

われていると思いますが、決算の数値をきちっと

抑えるためには、この「決算状況資料集」という

のは非常に情報がたくさん入っていて有用です。

それぞれの地方自治体の財政状況がどんなポジ

ションにあるのか。硬直化はどのぐらいなのか。

あるいは弾力的に運営されているかどうかという

ようなことが、詳細に全部示されていますので、

これで確かめるとよろしいかと思います。

市町村施設類型別ストック情報分析表は、それ

ぞれの自治体が抱えている道路、橋梁、学校施設

等についてストック分析を行い、老朽化がどのぐ

らい進んでいるのか、それぞれの自治体と類似団

体で比較しています。類似団体とは人口と産業構

造で類型化したものでその類似団体との比較ある

いはそれぞれ県外との比較ということで、それぞ

れの自治体が今、それぞれの資産についてどの程

：基準モデル
：総務省方式改訂モデル
：合併団体

→ 将来負担比率が「0」の団体においても、資産老朽化比率は41.6（豊郷町）～53.0（近江八幡市）と開きが出ている。
→ なお、合併市では、概ね、経常収支比率が高い団体が資産老朽化比率も高い傾向。

資産老朽化比率（％）

0
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県
内
平
均
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国
平
均
51・0
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※資産老朽化比率＝

【Ｈ25年度】
※甲賀市、甲良町については、平成23年度数値

減価償却累計額
償却資産の取得価額等

図表３　滋賀県内市町における将来負担比率と資産老朽化比率の関係

出所：滋賀県総務部「滋賀県内市町における財政状況の課題と分析」（平成27年４月）

■社会保障に財政が投下され公共施設は
　後回しに

全国の地方自治体で投資経費を抑えてきました

から、将来負担比率がだいぶ下がってきました。

社会保障にお金を取られて、投資のほうに回すお

金がなくなってきたのです。その結果、老朽化が

徐々に進んでいます。老朽化比率の全国平均は、

大体50～55%ぐらいですので、それより右側に位

置する市町は全国平均よりも老朽化が進んでいる

ということになります。例えば大津市では、60%

を超え、全国平均より老朽化が進んでいます。そ

れぞれの市町が、全体としてどのぐらいのポジ

ションにいるかというのを把握できます。

図表４には、平成28年度の旭川市の市町村施設

類型別ストック情報分析表（抜粋）を掲載してい

ます。実際に統一基準の公会計基準で台帳を作成

して、情報を公表した自治体については、このよ

うな新しい分析表が掲載されています。「決算状

況資料集」というのが総務省のホームページに

載っています。財政について調べられた方は御存
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度老朽化が進んでいるのかというのを、グラフに

あらわしています。

これは５年間のグラフになりますので、今後年

数が経過すれば、このグラフが描けてくるわけで

す。そうしますと、「自分のところのこの施設に

ついては、どのぐらいの老朽化なのか」、「類似団

体とはどうなのか」、「県内でどうなのか」という

ポジションが明らかになります。これは自分の資

産を管理するときに、非常に有用な情報になると

思います。

ただし、これも正確に細かく見ていくと、少し

問題があります。実はそれぞれの公共施設の耐用

年数は、正確に出されていません。大ざっぱなと

ころで出されていますので、本当に耐用年数であ

らわせるかどうかというのは問題があります。そ

れから、長寿命化を行って、寿命が伸びたときに

資産がそれに反映されないということがありま

す。ですから、ざっくり数字を見るという意味で

は使えると思いますが、細かいところになるとか

なり誤差があります。「今、どのあたりのポジショ

ンにいるのかな」くらいの把握をするという意味

では、非常にいい情報ではないかと思います。

■財務の情報把握が重要

財務書類というのは、いわゆるストック情報で

す。決算状況、あるいは「決算カード」「決算統計」

というのは、現金だけですから今、資産がどのぐ

らいあるかという会計情報は得られません。そこ

で、「財務書類というものを作成しなさい」とい

うことになっています。財務書類を作成した場

合に、「では今、公共施設はどんな状況にあるの

か」ということをあらわしたのがこの図表４です。

様々な情報が掲載されていますので、ぜひ活用し

てください。

マネジメントですから、資産を金額できちっと

図表４　市町村施設類型別ストック情報分析表①（旭川市、Ｈ28年度）＜抜粋＞

出所：旭川市財政状況資料集
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把握をすることは非常に重要です。とかく公共施

設のマネジメントにおいては、いろんなインフラ

施設──たとえば道路が何メーターあって、面積

がどのぐらいあるというように数量で把握されて

いますが、きちっと会計ベースで把握するという

のはなかなかできていません。財政で今後どのぐ

らいお金がかかるのか、どの程度のスパンで行っ

ていく必要があるのかというようなことを見てい

くためには、このような会計状況を把握すること

が非常に重要ですから、ぜひこの辺を参考にしな

がら見ていかれたらと思います。

今後の更新投資の見積りについては、様々なソ

フトが出ています。私も総務省の委員会にいたと

きに、この種のソフトをみんなで検討したことが

あります。総務省のホームページには、数値を入

れると、推計してくれるソフトがありますが、そ

のようなものを活用しながら、「何年かかるか」、

あるいは「どのような大規模修理で、どの程度経

費がかかるか」を推計してみるのも、重要なこと

ではないかと思います。

いろんな所で今、長寿命化の取り組みを進めて

いますが、お金のない中で必要なことだろうと思

います。さいたま市では、コンサルや専門家が入っ

て、「さいたま市公共施設マネジメント計画・第

１次アクションプラン（平成26年計画・30年一部

改訂）」を策定して対策を進めています。それに

よりますと、更新費用128億円、今後の40年の平

均は283億円と見積もられ、40年後には55％が更

新投資を賄えないと警鐘を鳴らしています。

実は、公共施設マネジメントというのは今に始

まったことではありません。私もかかわったので

すが、神奈川県の藤沢市は長寿命化計画が出され

る前の平成22年に、既に「公共施設マネジメント

白書」というものを公表しています。藤沢市は以

前から、前々市長が非常に熱心で、財務書類も初

期の段階から作成し、公表していました。千葉県

習志野市も同じようなマネジメント白書を公表し

ていますけれども、藤沢市の場合は16の地域経営

会議というのが設置されていまして、市民の意見

を取り入れながら白書をつくりました。

この白書は、かなりのページ数があります。セ

グメント分析と言われるもので、個々の施設ごと

に財務書類をつくって、この施設はどのぐらいの

人が利用して、どの程度のコストがかかっている

かを算出します。コストは全部、発生主義ですの

で、減価償却も含めてコストを出して、「ではこ
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の施設どうしましょうか」という、いわゆるセグ

メントで分析をしていきます。これは非常に重要

なことです。長いスパンでざっくりと、「公共施

設マネジメント白書をつくりました。計画をつく

りました」と言っても、具体的なことになると、

なかなか進んでいきません。

「では、これは民間に管理を移そう」という、

まさにその判断には、非常に重要な問題がありま

す。そういうことを意識しながらつくられていま

すので、藤沢市の個別のマネジメント白書という

のを参考にしてください。現在もホームページに

掲載されています。

このようなことに取り組むことが、まさにトップ

当時は確か40 ～ 50ぐらいの自治体が財政健全化

団体に引っかかりますよという状況でした。夕張

市は再生団体でしたが、平成25年度決算では、夕

張を除いてすべて健全で、この指標で見ると、「自

治体の財政は、みんな健全」ということになって

しまいます。

なぜ健全になったかといいますと、要は公共事

業・公共投資を抑えたからです。この比率は債務

返済負債の比率でありますから、借り入れをしな

ければ、どんどん指標はよくなってきます。です

から、先ほどの図にもありましたように、将来負

担比率が下がっているわけです。こういう法律が

できますと、みんな一生懸命それに向けて努力し

ますから、みんな健全になってしまうのです。と

ころがその影響で、随分公共事業が抑えられてし

まいました。実はこれによって資産の老朽化とい

うのは、ものすごく進んでいるはずです。

平成22年と28年度の市町村決算を比較すると、

経常収支比率は90.5％から93.4％と、硬直化が進

んでいます。健全になりましたが、財政の硬直化

が進んでいます。なぜかといいますと、そこの

実質公債比率は13.7％から12.8％へ下がっていま

すが、投資を抑えました。ところが、扶助費は、

11.9％から14.3％まで上がり、人件費が24.8％から

22.9％へ下がっています。全体的に見ますと、職

員を抑え、公共事業を抑えて、何とか対応してき

たのですが、それでも硬直化が進んでいるという

のは、扶助費が上がってきているからです。つま

り、人件費・投資的経費を抑えても、社会保障費

がどんどん膨れてしまっているという現状なわけ

ですね。

投資的経費は14.1 ～ 14.6％と、ほぼ横ばいに

なっていますので、人件費・投資的経費を抑制し

て、扶助費の上昇をカバーしていくのは限界であ

ろうと思われます。扶助費の比率が30%を超えて

いる幾つかの自治体を調べてみますと──地方の

中核都市に多いのですが、もちろん公共事業はで

マネジメントです。首長が「これは重要だよ」と

いうことを示して、組織にやらせていくということ

が、事業を動かしていく一つの要因ではないかと

思います。その際に財務書類などストック情報を

もとに、施設管理を進めていくことが重要です。

あとはマネジメントの取り組み事例として、さ

いたま市は「ハコモノ３原則」（新規整備は総量

規制内、公民連携を利用、複合化で総量を縮減）、

あるいは「インフラ３原則」（現状の投資額の維持、

ライフサイクルコストの縮減、効率的に対応）と

いうことを進めています。それからマネジメント

を進めるのにあたって、総務省も最適化事業債と

いうものを設置して、充当率90%、あるいは交付

税参入50%というようなことで誘引を与えて進め

ています。

■地方財政は公共投資を抑え健全化へ
　進んでいる

次に、「財政の現状」を見てみます。お金が大

きな問題ですので、お金がどうなるのかというこ

とですね。先ほどお話した健全化判断比率で見る

限り、夕張市を除いては、みんな健全です。健全

化判断比率は平成20年度から施行されましたが、
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きません。それから高齢者の生活保護が、増えて

きています。地方でも中核都市になると、周辺か

ら人が移り住んできます。それで扶助費が30%を

超える例もあります。人件費も抑えてきたけれど、

もうそろそろ限界ですという話をよく聞きます。

ですから公共事業をしたくても、財政的に難しい

状況になっています。

扶助費は義務的経費ですから、これを抑えるこ

とはできません。それをどうするか、非常に今、

図表６　社会保障関係費と公共事業関係費の推移
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これが続いていきますと、公共施設やインフラ

が整備できない状況になります。ここで何か手を

打たなくてはなりません。この“ワニの口”を閉

じさせる必要があります。ある程度開くのは、福

祉国家では仕方ありません。ただ、開いた口です

が、公共事業を増やしていって、少しずつ接近さ

せる必要があります。

図表６をご覧ください。地方財政の現状を見て

も、やはり同じようなことが言えます。平成23年

出所：地方財政白書「性質別歳出純計決算額の状況」をもとに、千葉県地方自治研究センター作成

図表５　社会保障関係費と公共事業関係費の推移

悩んでいる自治体が

多くなっています。

特に地方では多く

なっているわけです

ね。

図表５は、社会保

障関係費と公共事業

関係費の推移をグラ

フであらわしたもの

です。かつては「土

建国家」とか「土木

国家」と言われてい

ましたが、今の日本

は福祉国家です。90

年代の初めあたりか

ら社会保障関係費が

公共事業関係費を大

きく上回っていま

す。いわゆる“ワニ

の口”といいますが、

この“ワニの口”が

開いたままで、ます

ます大きくなってい

ます。閉じません。

閉じようともしませ

ん。これがどこまで

続くかということで

すね。
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度でこれがクロスします。その後は恐らく、また

前の図のように“ワニの口”になっていっている

と思います。福祉国家というのはやはり維持して

いかねばなりませんが、その中でどのように公共

事業を確保していくかということが、今、問われ

ています。

財政の見通しを少し見ていきます。当初、政

府 の 今 年 度 の 見 通 し は、 名 目 が2.5 ％、 そ れ

から実質が1.8％というような予測をしていました。

民間のほうは、大体平均で1.2％、名目は1.7％です。

現状を見ていくと、1.2％くらいで推移しています。

アメリカのトランプ大統領が保護主義的な政策

で世界経済をかく乱させていますが、米中の関税

の問題は、まだ解決の糸口が見えません。ただ、

ニューヨークのダウ平均は史上最高値をつけて、

堅調に推移しているということですので、景気は

そこそこいいようです。日本もまた、株価で見る

とかなり上がってきていますので、このまま進ん

でもらえばいいのかもしれません。

■世界景気は堅調に進む

2019年度の見通しは出ていませんけれども、

IMFは、「2019年度の世界経済は堅調であろう」

と予測しています。日本では2019年10月には、消

費税の引き上げが予定されています。それに対し

ていろいろな対策を講ずるということを言ってい

ます。楽観的に見れば、まだまだ大丈夫という見

通しが立ちますが、何が起こるかわからないとい

うのが現状です。

今の政権の中で、100兆円程度の2019年度予算

が見込まれるのではないかということです。2019

年度の見通しとしては、2016年度末の地方の基金

積立金が、史上最高額の21兆円でした。2019年度

の地財計画・地財対策に関して、財務省が「これ

は何だ？　埋蔵金ではないか」というような話を

恐らく持ちだしてくるのではないか。総務省とど

のような駆け引きが行われるのかわかりません

が、あまりひどいようなことはないと思います。

2019年４月に統一地方選がありますので、地方い

じめはしないだろうと思います。2018年度並みの

交付税等が期待できそうです。

ただ、インフラ整備についてのお金というのを、

自治体がどのように工面していくのか…。基金を

積み立てていくとまた、「埋蔵金ではないか」と

いうことを言われたりしますので、なかなか難し

いところもあります。2019年度も2018年度並みの

予算ということで考えれば、そこそこというよう

な見通しが立ちます。

最後に、住民の安全や安心をどう確保していく

かという話です。

■住民との協働がキーワード

これもよく聞く話ですが、米沢藩の上杉鷹山と

いう人は自ら率先して倹約をして、当時非常に

困っていた藩の財政を見事に立て直しました。実

際には、彼のあとの人が立て直したらしいのです

が、ほぼ彼が立て直したということになっていま

す。ここに有名な「自助・互助（共助）・扶助（公

助）」という精神があります。実際に共助と言っ

ても、なかなかむずかしい問題です。

この点は、公共のガバナンスという考え方が非

常に重要ではないかと思います。公共と住民によ

る協働のガバナンスということで言えば、やはり

住民も税金を払いたくないなら、使役ではありま

せんが、やはり対価として労働によって参加をし

てもらって、お互いに公共を維持していこうでは

ないかということです。最初にお話ししたように

高齢者を資源と見るということがあります。これ

は行政としては非常に厄介で、難しい問題ですが、

結局お金がないということになれば、住民に出て

きてもらうしかないのではないかと思います。

これを実践したのが、海外事業に学ぶというこ
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＜現職＞　明治大学公共政策大学院　ガバナンス研究科　教授
＜略歴＞　専修大学大学院博士後期課程単位取得、明海大学講師、助教授、教授を経て現職。バーミン

ガム大学客員研究員（1996-97、2012-13）、総務省、エネルギー庁、東京都、茨城県、浦安市、藤沢
市等の行財政関係委員を歴任。大学での教育研究活動のほか、市民ガバナンス研究所（明治大学研究
ユニット）で市民レベルの官民協働事業や国際連携に取り組んでいる。比較政府会計学会（CIGAR）、
日本地方財政学会、日本地方自治研究学会常務理事などを務める。

＜著書＞　『グローカル財政論』（共編著、税務経理教会、2012年）、『公会計講義』（共編著、税務経理協会、
2010年）、『自治体財政はやわかり』（学陽書房、2009年）、『すぐわかる自治体財政』（共著、イマジ
ン出版、2008年）など。

兼
かね

村
むら

　高
たか

文
ふみ

 講師紹介 明治大学公共政策大学院　ガバナンス研究科教授

とからいえば、“co-production”です。日本語で

は「協働」という言葉が非常に広まっています。

“co-production”というのは、市民と専門的サー

ビスとのパートナーシップということです。こ

れもイギリスでいくつか事例がありますが、い

わゆる成果志向の協働事業ということで、計画

づくりやサービスの提供であったり、高齢者の

介護であったりします。そういうところで“co-

production”として取組みが行われています。

そこに、高齢者も専門的な「資源」として、パー

トナーシップとして加わってもらうという取組み

が実際に行われています。こんなことが今、お金

がない中で行われています。イギリスも今、キャ

メロン政権以来、地方の補助金が３割から４割台

と、ものすごくカットされています。それでお金

がなくなっていますので、いろいろなところの

サービスをカットしています。だから、今はこう

いうことをせざるを得ない状況に追い込まれてい

ます。

幸い日本は、国が非常に温情的ですから、そこ

までは追い込みませんけれども、このようなお金

を工面することができない状況になったときは、

やはりパートナーシップということを選択せざる

をえないのかなと思います。これはすでにアメリ

カ・イギリスで実践されておりますので、学べる

ところがあるのかもしれません。

ちょうど時間になりました。私からの御報告は

以上です。どうも御清聴ありがとうございました。
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第11回千葉県地方自治研究集会

パネルディスカッション
司　　　会　　宮﨑　伸光　千葉県地方自治研究センター　理事長
コメンテーター　兼村　高文　明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科教授
パネリスト　　網中　　肇　千葉県議会議員
　　　　　　　田畑　直子　千葉市議会議員
　　　　　　　島田　昌信　千葉県総務部資産経営課　副課長
　　　　　　　石橋　和宏　千葉県県土整理部道路環境課　副課長

2018年9月22日収録

いました。いつまで続くかわからない停電、しか
もテレビ・ラジオの情報を聞くことができない。
またインターネットもつながりませんし、電話回
線もとまりました。そういったような状況の中で、
改めて私たちの日々の暮らしが、大きな公共施設・
インフラの整備によって初めて成り立っているの
だということを、強く実感したところでございま
す。先ほどの兼村先生のお話にもございましたよ
うに、インフラあるいは公共施設は、ある一定の
時期に非常に多くのものがつくられ、整備されま
したので、千葉県のみならず日本全体で、かなり
老朽化しているものが非常にふえているところで
ございます。これから先、日本全体が右肩下がり
の状況になる中で、どのようにこれを維持してい
くのか、あるいは再編していくのかといったよう
なことについて、きょうは──解決は難しかろう
と思いますが、せめてそのヒントだけでも皆さん
にお持ち帰りいただきたいと思っております。

それでは初めに千葉県の島田さんから県の計画
等についてのお話を、10分ほどでよろしくお願い
します。

○島田　改めまして、島田です。よろしくお願い
します。私からは、「千葉県公共施設等総合管理
計画」について説明をさせていただきたいと思い
ます。まず千葉県では、この計画をつくる前に、
一足先の平成23年に県有施設長寿命化指針という
ものを策定して、いわゆる“ハコモノ”ですが、
これからそれをどうしていくかということに、既

○宮﨑　改めまして、
皆さんこんにちは。こ
れから、時間は限られ
ておりますが、パネル
ディスカッションを始
めてまいりたいと思い
ます。

先ほどの兼村先生の
基調講演を受けまし
て、今回は公共施設・
インフラの老朽化の問題について、あるいは将来
どのようにこれを維持していくのか、というよう
なことについてのディスカッションを繰り広げて
まいりたいと思います。

実は私、先週末まで、２か月ほど北海道におり
ました。このところ毎年、北海道に行っています。
札幌・ススキノの非常に環境のいい所にずっと暮
らしているのです。そこから夕張に通っておりま
して、今年も学生40名ほどに、夕張の実態を見せ
ようと思って計画をしていましたが、皆さん御存
じのとおり大きな地震がございました。何と、北
海道全道が全域にわたって停電するという、誰も
想像しなかったような事態に陥ってしまったわけ
ですね。急遽、私の予定しておりました学生の
フィールドワークを中止せざるを得ないような状
況になりました。

札幌で住んでいた所は、いわゆる高層のタワー
マンションで、オール電化なのですね。そうする
と、停電で上下水道両方共に使えなくなってしま

宮崎　伸光 氏
法政大学法学部教授

千葉県地方自治研究センター理事長
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に取り組んでいまし
た。その後に笹子トン
ネル事故があり、それ
を受けて国が「インフ
ラ長寿命化計画」を策
定したという背景があ
ります。

千葉県で一つ特徴が
あるのは、平成26年に
県有施設の長寿命化基
金というものを、全国に先駆けてつくらせていた
だきました。この29年度末の基金は、約564億円
の残高となっています。本県を含めまして、全国
的には12県でこういう基金を設置していますが、
千葉県以外で最も多いところでも約200億円とい
うことです。千葉県としては、景気の回復に伴っ
て財政状況の改善が図られてきた、そのタイミン
グで基金がつくれました。

そして国のインフラ長寿命化基本計画の策定を
受けて、各自治体に公共施設等総合管理計画とい
うものをつくりなさいという要請がありました。
そのタイミングと同じくして、我々は資産経営課
という組織を立ち上げました。これから御説明し
ます総合管理計画を平成28年２月につくって、そ
の下にぶら下がる形で、ハコモノに関する計画と
して県有建物長寿命計画というものを、平成29年
11月に策定しました。

■人口急増期に県立高校を一斉整備

県のハコモノにつきましては、高度経済成長期
の特に昭和40年代の後半に、流入人口の増加に
よって、千葉県の人口が急激にふえましたが、そ
の影響で、昭和50年代前半に受け皿となる県立高
等学校を一斉に整備を始めました。これが今と
なっては、かなりの負担となっていますが、この
計画をつくった時点で築30年以上──30年超える
ハコモノが約68％でした。10年後には、約87％に
達してしまうという状況です。

老朽化への取り組みですが、この計画策定段階
で30年を超える建物が60％を超える都道府県は、
千葉県を含めて８府県でした。建物の内訳ですが、
圧倒的に多いのは県立学校で、これが全体の約６
割を占めています。施設ごとに分類があり、後ほ
ど石橋さんのほうから橋梁・トンネルについてお
話があると思いますが、高度経済成長期の県人口
の増加にともない、一斉に整備された時期があり、
同様に状況が悪化して、10年後には50年を超える
ものが急激に増えてきます。

この県有施設をこれからどうしていくかを考え
るときの前提となる、県を取り巻く環境について、
お話します。県の人口減少・人口構造の変化です
が、今後30年間で千葉県内の総人口が約14％減少
するとみられています。特に千葉県は、この間の
高齢化率の伸びが急激でして、全国でもトップ３
に入るくらい急激に高齢化率が高まり、30年間で
65歳人口は46.5％に増加します。世間で一般的に
言われている少子高齢化が進展するというように
見られています。

■全国トップ３の高齢化進展

一方で財政状況ですけれども、今御説明したと
おり、高齢化の進展に伴いまして社会保障費の増
加が見込まれています。また、地方交付税のかわ
りに臨時財政対策債という、一時的な起債を発行
している現状があります。これによって、いわゆ
る公債費の支払いが増えています。先ほどの講演
にもありましたが、インフラの整備について抑え
てきたという背景がありますが、この「臨財債」
と言われているものの発行が増え続けています。

県税収入は、このところ緩やかに増加傾向にあ
りましたが、今後の景気動向、それから少子・高
齢化に伴いまして当然ながら生産年齢人口が減少
しているということから、税収の伸び悩みが見込
まれます。そのような中で、長寿命化計画を進め
ていかなければなりません。

次に、中長期的な維持更新費用の見込みについ

島田　昌信 氏
千葉県総務部資産経営課

副課長
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て、シミュレーションを行っています。従来は40
年で建替えをしていましたので、まず40年。次に
2013年に県有施設の長寿命化指針を作成した際の
目標使用年数である65年。それから、コンクリー
トの建物の物理的な耐用年数というものが80年と
言われていますので、その三つのパターンでシミュ
レーションを行いました。やはり多額の負担が見
込まれますので、最も長い80年を目標使用年数と
しても年平均で約283億円の費用が必要になりま
す。

同様に、インフラについてもシミュレーション
を行っておりますが、それぞれのインフラの計画
というのが現在策定中ですので、今後そういった
数字が出そろってくるのかなと思われます。

■長寿命化計画は予防保全型に

次に、長寿命化対策をどのように進めていくか
ということですが、一つは予防保全への転換です。
今までは「壊れてから直す」という対処の仕方で
したが、「壊れる前に、予め部材や機器を交換し
ていこう」という、予防保全型の取り組みをして
いこうというものです。大きな目標としては、建
物の目標使用年数を80年としました。これは80年
間使い切るということよりも、建物によって状況
が違いますので、その施設ごとの状況をきちんと
見定めて、使える物は使っていくということです。

それと二つ目として、施設総量の適正化という
観点です。今後は人口減少・人口構成の変化とい
うことから、行政サービスの質・量ともに変化し
ていくと思います。先ほども申し上げたとおり、
サービス対象となる人口が30年後には14％減少す
るということもありますので、我々としては30年
間で延床面積を15％削減しましょうという大きな
目標を立てました。これについては、各都道府県
でこのような計画を策定していますが、数値目標
を掲げたのは、本県を含めて４県程度と把握して
おります。

インフラについては、後ほどまた説明がありま

すけれども、先ほどのハコモノと違って施設総量
の縮減というのがなかなか難しいというところか
ら、きちんと点検・診断を実施しながら長寿命化
を図っていこうという考え方で取り組んでいま
す。まず県としては公共施設等総合管理計画を、
インフラを含めた上位の計画として策定したとこ
ろです。

昨年度、具体的に長寿命化計画を策定するにあ
たって、どのようなことをしたかといいますと、
まず建物の現況調査を施設管理者へのアンケート
形式で実施しました。いろいろな部材ごとに実際
に目で見ていただいて、評価をしていただきまし
た。これは建物の点検の契機づけの意味もありま
した。そのあと、その調査結果をもとに建築系の
技術職員が現地に赴いて、約500棟程度ですけれ
ども、実際の劣化状況を把握しました。

現地調査で分かったことですが、建物が新しい
と、少し傷むと劣化したと感じる方が多くて、古
い建物にいる方は、少しぐらいの傷は気にならな
いという状況が結構あったものですから、追加で
技術職員が再度見に行って、補正した上で評価し
ました。

一方、建物については、耐震化が求められてい
る時代です。既にどこの自治体も取り組んでいま
すが、千葉県には防災拠点となる建物が100棟あ
ります。そのうちの76棟までしか対応できており
ません。ですので、今後の長寿命化対策の中に取
り込んで耐震化を進めていきたいと思っています。

ハコモノの長寿命化対策を行っていくにあたっ
て、やはり課題が幾つかあります。今までの「壊
れたら直す」といった状況の建物は、やはり傷ん
でおります。そういったものを、急に計画的な予
防保全に移行できるかどうか。やはり建物の状態
が悪いので大規模修繕をかけて、それで果たして
さらに20年30年使っていけるかどうかという課題
があります。それから、古い建物が多いですから、
今の社会が求めている建物性能、バリアフリー化、
それから災害時の拠点、避難所等への対応が可能
なのかどうか。それから、当然ながら維持管理コ
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ストの縮減が図れるような建物になっているかど
うかということが課題になります。

実際に進めていくにあたって、今後の取り組み
方としては、維持管理しやすい庁舎の整備が必要
です。例を挙げますと、間取りの可変性が高い仕
様にしていく。それから、各部材については、一
品ものじゃなくて汎用性の高いものを使っていた
だく。理想を言ってしまうと、デザイン性は全く
なくなってしまうのですが、そのようなことをき
ちんと考えながら、つくっていかなければならな
いと考えています。

■防災拠点の整備を優先

それともう一つが、先ほどから申し上げており
ますが、防災拠点です。昨今は災害が多いですか
ら、その際に防災拠点できちんと活動を行えるか
どうか。そのような機能は、きちんと整備してい
きたいと考えています。

このように長寿命化計画を昨年策定しました
が、この中で皆さんが気になるのは、どのような
順番で進めていくのかということだと思います。
老朽化した建物がいっぱいあってどうするか。皆
さんが納得できるような形で進めていけるかとい
うことです。先ほど申し上げた各施設の老朽化の
状況というものを調べましたので、まずは客観的
な要素としてそれが基本になるでしょう。その次
に防災拠点ですとか、福祉・子どもに対応する施
設などを中心に、優先して進めていきたいと考え
ています。

当然ながら、もう一つの要素としましては、既
存施設の活用が大事になってくると思います。古
くなったものに手を入れて長寿命化する…それが
一つあります。どうしようもないものは建て替え
る必要があります。そういった場合に、「空いた
施設があるかどうか、使える施設があるかどうか」
というのをきちんと確認しながら、活用できる建
物があれば新築しないで、既存の建物を活用して
いくことが大切です。タイミングの問題もありま

すけれども、そのような観点をきちんと持ちなが
ら、長寿命化対策をしていきたいと考えています。
○宮﨑　ありがとうございました。では続きまし
て、県内のインフラにつきまして石橋さん、よろ
しくお願いいたします。

○石橋　はい。千葉県
道路環境課の石橋と申
します。県管理道路の
管理部門を担当してお
ります。きょうは、県
で管理しております道
路の実情や管理の手法
などについてお話しさ
せていただければと
思っております。

■千葉から青森まで２往復相当の
　道路距離を管理

道路についても県の総合管理計画の中で社会基
盤施設という位置づけをされております。県が管
理している道路につきましては、車道は約3,200
キロあります。それから、自転車道がその他200
キロぐらいありまして、合計約3,400キロを千葉
県で管理しています。千葉から青森まで車で行く
と、ちょうど800キロぐらいになるそうですので、
そうすると２往復ぐらいですね。車で行って帰っ
てきて、また行って帰ってくるという、大体それ
ぐらいの長さを管理しています。

県管理の橋梁につきましては、全部で2,146橋
もあります。トンネルは136箇所です。県内を15
に分割し、各土木事務所で管理しています。

■橋梁は20年後には一斉架け替えが想定

50年以上が経過する施設の割合については、橋
梁であれば、20年後には千葉県の橋の73％は、も
う50年たってしまいます。2,146橋ありますので、

石橋　和宏 氏
千葉県県土整理部道路環境課

副課長
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20年後には早いものでは寿命と言われている50
年・50歳になる橋が、約1,500橋になります。こ
のままでは、今後これらの橋が一斉に架け替えを
行わなければならないような事態が発生するかも
しれないという状況が想定されます。

そこで、千葉県の管理する橋梁につきましても
長寿命化修繕計画というものを考えていこうとい
うことになりました。いわゆる予防保全型の対策
に移行し、施設を長持ちさせようというものです。

また、予算面においても、なるべく大きく変動
させずに、かつ、総額も抑えたいというところが
あります。それを実現するためには、適切にマネ
ジメントしていくこと、すなわち、大きく壊れる
前に早めに直すということが大事だということで、
県のほうもすでに取組を始めているところです。

道路においては、まず橋梁について取り組むこ
ととし、平成22年に長さ15ｍ以上の橋等776橋を
対象に長寿命化修繕計画を策定しました。その後
見直しを行い、現在は、2,146橋すべてを長寿命
化修繕計画の中に取り込んで、マネジメントして
います。

2,000余の橋があって、これらを適切に管理し
ていく上では、損傷が大きくなる前に早いうちに
治すというのが、とても重要なことですが、これ
をするためには、まず、点検をし、状況を把握す
る必要があります。

点検をしっかり行わないと、損傷していること
に気がつかないという状況になってしまいますの
で、とても大事なことです。

先ほど笹子トンネルの話題が、兼村先生からあ
りました。道路を管理する道路法という法律があ
りますが、このトンネル崩落事故を受けて平成26
年から、道路の主要な構造物について５年に１度
の点検が法律で義務づけられました。橋やトンネ
ル、横断歩道橋などもその中に入るわけです。そ
れらのものを５年に１度点検をしていくというこ
とになっておりまして、ちょうど今年が５年目に
あたるということで、県でも点検がひとまず終わ
るという予定でいます。

また、「長寿命化修繕計画を立てたから、それ
で終わり」ではなくて、点検結果に基づいて、そ
れを反映させて、これからまた何度も何度も修繕
計画を見直しながら修繕を繰り返してくことにな
ります。

これらの取組をしっかりと進めていくため、千
葉県道路メンテナンス会議という組織がつくられ
ました。国・県・市の道路管理部門の行政の関係
者などが集まりまして、現地・現場の見学会だと
か、研修・講習会、それから全体会議などを行っ
て、技術力の向上と情報の共有化などを進めてい
ます。

千葉県の道路では現在、橋梁・トンネル・横断
歩道橋について、長寿命化計画を策定しています。
平成28年度にできたばかりですので、まだ始まっ
たばかりという状況です。

○宮﨑　はい、どうもありがとうございました。
簡単な質問をさせてください。橋を数えるのに、

「１橋、２橋」という単位で数えるのを、私は初
めて知りました。まず一つは、2,146あるという
ことですが、これはどういったものを数えている
のかということですね。橋にもいろんな規模があ
ると思いますけれども…。

それから、もう一つ。トンネルですが、136箇
所ってありますけれども、一つのトンネルに、よ
く片側…行きと帰りとで違う構造になって眼鏡状
になったのがありますね。そういうときに二つと
数えるのか、一つと数えるのか──それを教えて
ください。

○石橋　ここで分類している橋の数というのは、
基本は、進行方向に何かをまたいでいる構造物の
長さが２メートル以上あること。かつ、「地面か
らの土

ど

かぶり」と呼んでいますが、地表面からど
のぐらい潜っているかということですね。それが
１メートル以内というものです。これらを定義と
して、カウントした数字になっております。

それから、トンネルの数え方ですが。全く別構
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造で、上り専用トンネル・下り専用トンネルがあ
れば、それは二つという見方ですけれども、間が
コンクリート製の壁で仕切られているだけで、つ
くりとしては一体につくられているようなもの。
眼鏡状のものというか、そういうものについては、
一つというように数えております。

○宮﨑　どうもありがとうございました。
今、お二方から千葉県の状況についてお話をい

ただきましたが、次は千葉市の状況について、田
畑さん、よろしくお願いいたします。

○田畑　千葉市議会議
員・美浜区選出の田畑
直子です。連合推薦議
員で２期目。自治労の
皆さんにも大変お世話
になっております。網
中先生、三瓶先生に御
指導いただきながら、
日々活動しておりま
す。

美浜区は御承知のとおり、幕張メッセや幕張新
都心を有する埋立地であり、昔で言う県企業庁が
多くを開発した土地でもあります。きょうも市議
会の先輩の４人も参加されていますが、千葉市議
会各会派の中で行財政改革を一番進めている会派
であると自負しているところであります。

まず、千葉市の全体像でございます。現在、人
口は97万人おりまして、２年後の2020年には97万
4,000人をピークとして減少に転じるとされてい
ます。財政状況ですが、平成28年の決算において
実質公債比率は17.3％、将来負担比率は186.2％で
あり、平成21年度に宣言をした「脱財政危機宣言」
の解除を、平成29年９月に行いました。

また、今は決算議会の途中でありますが、平成
29年度決算においては、市債残高が１兆円を切っ
たという大きな動きがありました。しかしながら
財政状況はまだまだ厳しく、今後も改善の必要が

あります。その中で公共施設の総量縮減、そして
インフラの維持管理は、本市においても大きな課
題となっています。

県と同様に、公共施設等総合管理計画等を策定
し、今現在は、資産経営システムの運用として資
産の総合評価の実施や、資産カルテの公表などを
行いながら、今後の施設総量や維持管理費の縮減
等に向けて、取組みを進めています。御承知のと
おり、県以上に基礎自治体においては、市民サー
ビスに直結する公共施設が多いことから、縮減と
いうのは市民生活に大きな影響を与えます。その
ため、これらの取組みを進めるのは大変難しいと
認識しています。

■全国平均より老朽化した施設の割合は高い

まず、公共施設についてお話します。千葉市の
公共施設は、平成25年４月時点で、軽微な施設等
を除き870ありまして、千葉市においては学校施
設が用途別の延床面積で49％と半分を占めていま
す。市町村の平均は37％程度ということなので、
学校施設が占める割合が高い市町村と言えます。
ほかには市営住宅が15％です。これは市町村平均
では28%ということで、公営住宅の保有率は低い
ほうと言えます。スポーツ・公園・行政施設・文
化施設などは５～８％程度で、社会教育施設・医
療施設・高齢者施設・子育て施設などは、２～３％
の比率となっています。

平成25年度時点で、既に築30年を超えている施
設は61.5％。その10年後には、築30年を超えてい
る施設は79％に達する見込みです。また公立の
小中学校で見ると、平成29年度現在では69.1％と
なっています。これは全国平均では築30年以上が
57.5％、10年後の割合は81.2％とのことで、政令
市や中核市、特例市は、全国平均より老朽化した
施設の割合がやや高い傾向と言われています。

千葉市において、今後30年の公共施設の更新費
用の見込み額は、必要額が約6,839億円で、現投
資額を30年間分積み上げた場合は約4,176億円で

田畑　直子 氏
千葉市市議会議員
（千葉市美浜区選出）
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す。収支ギャップは2,663億円となり、更新費用
として約39％の縮減が必要となります。年単位
に換算すると、現投資額が約139億円であるのに
対し、必要額は228億円で89億円の不足となりま
す。この不足額を、延床面積を縮減することによ
り解消する場合、今後30年で現在の延床面積の約
15.7％―ZOZOマリンスタジアムで言うと、８個
分―の縮減が必要とされています。

次に、インフラについてです。インフラの工事
費用の今後30年の見込みは、必要額が8,871億円
に対し、現在の投資額を30年間分積み上げた場合
は4,791億円となる見込みです。収支ギャップは
4,080億円で、必要額の46％しか確保できないと
されています。橋梁は1970年から80年代に建設さ
れたものが多く、平成21年の調査時点で50年以上
経過したものが全体の９％・42橋ですが、その10
年後には52％・233橋にまで増えるとされていま
す。インフラ・公共施設ともに、今後は必要額が
大幅に増加する見通しで、長寿命化などで更新費
用の減額を行うことにより、更新費用の平準化を
図るとすることは、県と同様の状況です。

では、今まで公共施設の老朽化対策をどのよう
に取組んできたかについて、話させていただきま
す。平成10年ごろからの年ごとの改修費用を見る
と、平成21年に出された脱・財政危機宣言の以前
では、決算額に対し７～12％の経費を計上してい
たものが、平成20年以降は３～４％にとどまって
います。これは財政健全化のために市債発行の抑
制を行ったため、あるいは民生費の増大等、他の
予算の圧迫の影響もあったからと考えられます。

政令市で比較をしてみたいと思います。平成24
年度の公共施設の延床面積を、市民一人当たりに
換算すると、千葉市は2.7平方メートルで15番目
です。これは首都圏の横浜や川崎、相模原なども
全国的には少ない傾向で、関西以西では１人当た
りの面積が大きい状況です。しかしながら、公営
住宅を除いた１人当たりの面積の比率を見ると10
番目となって、ちょうど真ん中となります。千葉
市の市債残高は政令市の中の上位３分の１に位置

することから、延床面積が少ないからといっても、
危機感を持って総量縮減に取組まなければならな
い状況と言えます。

■公共施設総量縮減の具体例、
　学校の統廃合など

最後に、今まで取組んだ公共施設の総量縮減等
の具体例についてお話します。市民の理解を得な
がら、市民サービスに直結する施設にも着手して
おり、この近隣にあります「きぼーる」という施
設の中に、中央区役所の機能移転を図ったり、社
会教育施設や勤労市民プラザを統合する。また、
県の文化会館や市民会館などと近接する文化施設
を売却する。それから、コンビニエンスストアに
おいて住民票交付等の市民サービスが可能となっ
たことから、市民３か所の連絡所という住民票を
発行する施設の廃止を検討する。あるいは３か所
に分かれていた本庁舎の機能を新庁舎への建てか
えに伴い集約化する──このような具体的な取組
みにも着手しています。

そして本市の中で一番大きな取組みとしては、
学校施設の統廃合です。平成18年に初めての統廃
合が行われて以降、計24校を11校に統合し、その
うち８校が私の選出されている美浜区となりま
す。このように、今現在でも市民サービスに直結
する施設も統合していますし、職員向けの施設も
検討を進めているところであります。今後もしっ
かりと議会から、この取組みを注視していきたい
と思います。以上です。

○宮﨑　どうもありがとうござました。公共施設
を中心にお話をいただきました。それでは次に、
網中さんからお話をいただきたいと思います。先
ほど御紹介がありましたように、網中さんは現職
の千葉県議会議員ですけれども、それ以前に千葉
市役所の職員でもありましたので、県・市両方を
またがって、なおかつ10分以内でよろしくお願い
します。
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○網中　いつもお世話
になっております。組
織内の県議会議員、網
中でございます。よろ
しくお願いいたしま
す。

今、宮﨑先生から難
しいテーマを突然振ら
れました。お答えでき
るかどうかわかりませ
んが、皆さんのお話を聞いていて、少し感じたこ
とがありますので、お話をさせていただきます。

長寿命化というのは、直接的に住民の皆様や施
設の利用者にはあまり関係がありません。例えば
道路の長寿命化、建物の管理に対して、長くしっ
かりと使うことにあまり批判的に言う人はいない
と思います。できる範囲内で、財源をしっかり用
意をしていただける範囲内で、しっかり進めてい
ただきたいという気持ちだと思います。

■計画はできたが実施はまだ

先ほど県の総務部資産経営課の島田さんから、
平成26年に組織をつくったというお話がありまし
た。実は都道府県レベルで早いところですと、た
しか平成12～13年ぐらいから、このような資産経
営課という横串を刺すような組織をつくっていま
す。我々も「早くつくってもらいたい」と言って、
平成26年に千葉県にも資産経営課というのができ
ました。ちなみに千葉市だと平成22年か23年ぐら
いに、資産経営部という部単位でつくって、その
下に課がいくつかぶら下がっている形でした。そ
れらと比べて千葉県は、個別の計画は立てました
が、そのような組織をつくるという面では、少し
遅れました。その分、基金はそれなりの額を確保
しているわけです。

それから、私が気になっていたのは、この維持
管理ではなくて、ハコモノの統廃合、集約とか、
複合化です。少し話題になったものを三つほど紹

介させていただきます。
平成の大合併の以前に、県内に大原町ってあり

またよね。隣に、岬町と勝浦市があって、それぞ
れに大原高校、岬高校、勝浦若潮高校という三つ
の県立高校がありました。勝浦若潮高校というの
は、もともとは勝浦高校と御宿高校が統合して
2005年にできました。この大原、岬、勝浦若潮の
三つの高校を県が統合して、大原高校一つにしよ
うとしました。まあ、物すごい反対運動が起きま
した。卒業生も大勢います。地方の名門の伝統あ
る高校であればあるほど、統廃合というのは難し
いです。署名が集まりまして、教育委員会に提出
されました。結局、統合はできたんですけれども、
それぞれの地域、それぞれの高校の実態は残す形
で、ただ名前だけ変えるというものです。まあ、
定数は減らすということです。丁寧な進め方で
やっていかないと本当に難しいなと思いました。

■統廃合には縦割り行政が弊害に

千葉市中央区内に千葉県の「がんセンター」が
あるのを御存じでしょうか。「がんセンター」の
周りには千葉県の土地がたくさんあります。まず

「がんセンター」ですが、この所属は県の病院局
というところです。もう一つ、県の「消防学校」
というのがあります。これは防災危機管理部に所
属しています。もう一つは「衛生研究所」といって、
例えば鳥インフルエンザが出たとき、そのウイル
スを持ってきて検査したりする機関ですが、そこ
は健康福祉部というところに所属しています。で
すから普通の１県民から見れば、「これらすべて
が県の土地でしょう」となりますが、よく見ると
防災危機管理部、健康福祉部、病院局という三つ
の部署に所属が分かれています。
「同じ県なんだから、融通し合えるでしょう」

と言っても、絶対融通し合わないんですね。物す
ごい縦割りですが、これには本当にびっくりしま
した。「がんセンター」の建てかえの際に、「衛生
研究所」のほうに少し出っ張ると建物が建てやす

網中　　肇 氏
千葉県議会議員

（千葉市中央区選出）
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いので、「これぐらいは、土地交換とかはできな
いんですか？」と尋ねましたら、「いやいやいや、
病院局と健康福祉は別物ですから、そんな勝手に
相手さんの土地を含めて計画なんか立てられませ
ん」ということでした。県や市町村のそれぞれの
行政の中での縦割りも、問題になってくるところ
だと思います。

三つ目ですが、千葉市稲毛区に、「中央児童相
談所」というのがあります。今、児童虐待の報道
等で“児相”は注目されていますが、本当に施設
本体が古く、物すごく手狭なんです。これを建替
えようというときに、現地建替えはできないので
中央児相をどこかに移さないといけなくなりまし
た。そこで白羽の矢が立ったのが、やはり稲毛区
天台にある「青少年女性会館」という施設です。
この会館は児相にちょうどいいなということで、
児相をそこに持っていきます。

そうしますと、例えば「男女共同参画センター」
というのが「青少年女性会館」に入っていました
が、それがどこかに行かなければいけないという
ことになります。押し出されたのが、県が使って
いなかった「キャリアアップセンター」です。こ
れは中央区都町にあるのですが、中央児相が押し
出したことによって、「青少年女性会館」に入っ
ていた「男女参画センター」が“ところてん方式”
で使っていない所に押し出されました。今までで
したらできなかったと思うんですけれども、資産
経営課が、本当に物すごい手腕を発揮しました。
「キャリアアップセンター」は、いわゆる職業

人材養成の研修を行うところでしたので商工労働
部。「青少年女性会館」は、環境生活部。「男女共
同参画センター」は、総合企画部。中央児相は、
健康福祉部です。この四つ部署をまたいだわけで
す。一部には税事務所も入っていたので、同じ総
務部の中でも税の部署が絡んだりして、物すごく
困難な案件でしたが、資産経営課という組織がで
きたことで、このような集約化ができました。

■施設集約も住民サービスに問題があり

ただ、少し残念だったことがあります。「男女
共同参画センター」というのは、女性団体が結構
利用されていました。どちらかと言うと、行革審
議会等でそういう方針が決定されたのですが、残
念ながら行革審の方針を承知している県民はそう
多くはありません。しかし、その行革審の方針を
錦の御旗に、「行革審方針に入ったから、これは
もう動かします」というような感じで対応してし
まいました。女性団体のほうから、「突然、もう
動かすって決まっているんですか？」「もう設計
に入っているんですか？」というようなところで、
議論がありました。

こういった利用者の声に耳を傾ける、街づくり
という視点が大切だと思います。役所では各部が
縦割りになっていますから、「部としてはいい結
論を出した。その結果、県としてはいい結果になっ
た」といっても、「地域として」という視点がな
おざりになっていないか常に気にかけないといけ
ません。地域の視点を気にしないと、なかなか地
元住民の皆様の理解は得られないというのは、難
しいところだと感じました。

それから、県と市──ここの調整も、なかなか
難しいところです。千葉市美浜区に、「救急医療
センター」と「精神科医療センター」という県立
病院が二つありますが、二つとも老朽化が進んで
います。ほぼ同じ地域に、千葉市の「海浜病院」
というのがあります。建てかえるなら三つ一緒に
進めてしまえば、コスト削減になると思います。
先ほどお話ししましたが、同じ県庁内でブロック
をまたぐだけでも大変なことですので、これが県
庁と市役所を貫いて横串を刺すというのは、本当
に困難だなと感じています。

なかなか地域住民の声というんですかね…。住
民にとってみれば、県立病院でも市立病院でも、
利用しやすい病院をつくってほしいという思いが
あります。そのような街づくりの視点が、なかな
か施策に反映しないという部分があります。各役
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所・部の縦割り組織における正解や県とか市に
とっての正解が、地域住民にとっての正解なのか
どうかは、なかなか難しいところだと思っており
ます。ちょうどいい時間かと思います、よろしく
お願いします。

○宮﨑　ありがとうございました。具体的なお話
がいろいろ出てきて、なかなかイメージがしやす
かったのではなかろうかと思います。今、４名の
方々からそれぞれお話を伺いましたが、これにつ
きまして兼村さんのほうからコメントいただきた
いと思います。よろしくお願いいたします。

○兼村　コメントといっても、なかなか難しいで
すが、つまり、とにかく古くなってきた公共施設
を何とか維持・修繕・リニューアルしていかなく
てはいけません。この必要性は、だれでもひしひ
しと感じています。何か新しい施設をつくるとか、
いわゆる街づくりみたいなことでしたら、みんな
希望を持って、「ああすればいい。こうしよう」
という意見も出てくるのでしょうが、古くなった
ものを何とかしなくてはいけないというのは、余
計に難しい問題です。

今、街づくり、あるいはインフラの再編の中で、
市民の目線みたいなものが、やはり足りないんで
はないかと思います。例えば、行政が「こういう
ことをやりますよ」と、ポーンと出したあとで、
住民の反対運動が起こったりします。行政は、種々
の総合計画のもとにやっているのでしょうけれど
も、市民から見ると“寝耳に水”だったというよ
うなことが、ときどきあるわけです。

■市民参加が重要

様々な統廃合が、これから次々と必要になって
きます。先ほどの話の高校の統廃合は、いろんな
ところが関係してきて、「母校がなくなるという
のは、これはたまらん」ということで、反対運動
も起こったりします。あるいはここに道路をつく

る、あるいはこの施設を壊すというようなことを、
行政がわりと一方的に行います。あるいは、今の
話では行政も縦割りで、なかなか連携が取れない
というようなところもあるんでしょう。ただ、従
来どおり行っていては、これは到底進むわけはあ
りません。

私は、この問題を進めるには市民参加というの
が、非常に重要ではないかなと考えています。私
は地方財政が専門ですが、それと同時に「市民参
加のガバナンス」というNPO法人を立ち上げて、
取り組みを行っています。公共施設の統廃合等を
進めるときは、市民を巻き込むということが一番
重要です。市民を巻き込むということは、彼らに
入ってもらって、彼らもその決定に関与させると
いうことになりますから、彼らにも責任をとって
もらうということになります。

いわゆる「アカウンタビリティ」ということを
よく言いますが、行政ばかりが責任をとるのでは
なくて、そこに加わった人たちはその決定に関与
したわけですから、アカウンタビリティというの
は必ず出てくるはずです。やはり市民をかませて、
市民とともに政策決定を行っていくことが、これ
からいろんな再編のときには必要になってくると
思います。

市民参加予算というのは、日本ではまだ実際に
は実施されていませんが、外国では3,000以上の
事例があります。自治体が様々な政策あるいは予
算を決めるときに市民に加わってもらって、市民
の意見を聞きながら決めていく。例えば、パリ市
では、2015年から市の一部で公共事業のメニュー
の決定に市民が入ってきて、市民に決めてもらう
という取組みを（2020年までですけれども）実際
に行っています。市民との関わりが深い公共施設
を再編するときには、このような市民参加という
手法が非常に必要になってきます。私は、市民が
加わることによって再編も進んでいくのではない
かという気がしています。

この市民参加予算を、ぜひ実践してみてくださ
い。住民に身近なインフラをつないでいく政策決
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定というのは、市民の目線で市民の意見をぜひ聞
くことが大切です。パブリックコメントを実施し
ても、ほとんどコメントは出てきません。お金の
ない中で、インフラの整備や統廃合を進めるには、
市民参加の仕組みを取り入れながら進めるという
のも、これからは非常に重要なことです。少し感
想みたいなお話になりましたけれど、以上です。

○宮﨑　どうもありがとうございました。今、市
民参加も非常に重要だという御指摘がございまし
た。きょうは公共施設とインフラとを一緒にして
お話をしているので、難しいところもあるのかも
しれません。公共施設そのものは、必ず何らかの
目的があって、機能を果たすべく建てられたわけ
ですね。中には、「いろんな政治的な思惑からで
きちゃった、しょうがないから使ってやるか」と
いうようなものも、ないわけではありませんが、
多くはそれだけの機能があります。つまり公共施
設の再配置という問題は、その施設が果たしてい
た役割をどのようにこれから再編していくかとい
う、きわめて政策的な問題につながってくるだろ
うと思います。

一方で、このインフラの土木関係のものにつき
ましては、これは少し状況がまた違ってくるのか
なと思います。これは人々の安全・安心に直結し
ます。それから地域によっては、その橋梁ないし
トンネルというものがあって、はじめて生活が成
り立っている地域というものも恐らくあると思い
ます。そのような地域の施設・インフラのありよ
うというものを、ほかの公共施設・施設一般と同
様に扱うことは難しいと思います。

■市民参加には
　質の高く適切な量の情報が大切

それから、先ほども申し上げましたけれど、私
はついこの間、北海道で「全道停電」というとん
でもない事態に直面しました。今あるこの計画と
いうのは、このような大規模災害を果たしてどこ

まで想定しているのかということを考えますと、
今のインフラないし公共施設が機能するというこ
とを前提として考えられる将来の展望と、何か突
発的なことが起こったときに対応できるかどうか
という見方も必要なのかなと思っております。

確かに財政上の問題というのも、もちろん大き
いんですけれども、政策面の問題ですとか、ある
いは現状がどうなっているかという調査が非常に
重要だと思います。これは別に計画のあるなしに
かかわらずに、とにかく現状を調査して把握する
ことがまず第一だろうと思っています。

兼村さんからは、公共施設やインフラを含めた
公共サービスの選択は、最終的には民主的な決定
で従うべきだろうというお話がありました。そし
て、市民が参加することは非常に重要だという御
指摘をいただきました。民主的な決定、市民の決
定にゆだねられることはもちろんですが、そのた
めには質の高い、そして適切な量の情報が、ぜひ
とも必要なんだろうと思います。そのことによっ
て、参加する市民の想像力が正しく強化されて、
そして合理的な判断が生まれてくるのではないか
と思います。

そうしたことを考えますと、今回のこのシンポ
ジウムは、千葉県地方自治研究集会として開催し
たわけですが、やはりここにいる多くの方々がま
た現役の実際の職員でもありますので、その職域・
現場からの発信、情報提供、あるいは情報の研究
といったものがますます必要になってくるという
ことを、きょうは私自身も再確認したという思い
でございます。

ちょうど時間になりましたので、本日のシンポ
ジウムをこれにて閉じさせていただきます。皆さ
ん、御協力ありがとうございました。

（この講演録は事務局の責任でまとめました。パネ

リストの方、会場からもおおくのご意見をいただき

ましたが誌面の都合ですべてを載せることができま

せんでした。）
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シリーズ「千葉から日本社会を考える」

ともに暮らせる地域の枠組みづくりを
外国人労働者受入れ拡大策の本来のあり方とは

島根県立大学名誉教授　井上　定彦

いまごろになって、ようやくこの課題が正面か
ら登場してきた。本来は外国人労働者の国内受入
れとその社会条件整備が本題であるはずなのだ
が、それを脇において、年末の国会で短時間の審
議、超スピードで入国管理難民法が可決された。
ここではそれまで「単純労働者」の入国は受け入
れないとしてきた日本政府の「建前」が公式に転
換されたことになる。実際には、すでに多数の外
国人労働者が単純労働者として働いていることは
多くのものが知っている。すなわち「技能実習」
という名目で26万人、資格外活動（就労目的とは
されていない留学生のアルバイト）30万人、「身
分にもとづく在留資格（日系２～３世や定住者、
日本人の配偶者、永住者」が46万人、これだけで
合計104万人（厚生労働省、2017年10月調査、専
門的技術的分野24万人を除くとして計算）もがい
わゆる単純労働者として就労している。新改正法
で示された「特定技能１号」と「特定技能２号」
という名前は、すでにこれまでも日本の多くの職
場で不可欠の労働力となっているこのような単純
労働者を拡大するための新たな呼び名ともいえ
る。製造業や建設業の現場、飲食店等はすでに彼
らに働いてもらわなければとても人手不足（低賃
金が前提の）で職場が回らないという現実がある。
ここに、実態とはかけはなれた（20～30年遅れの）、
いまの政府の場当たり的な対応策、後追い追認策
がある。

このような労働力不足を背景とした外国人労働
者の導入拡大のための制度改正の議論は、筆者が
思い出すだけでも、1960年代の中頃、高度経済成
長が続いていた時にはじまり、次に1980年代終わ

り頃の「バブル経済」下の労働力不足から入管法
が部分改正され高度人材限定で受け入れ可能（単
純労働者は禁止という建前）となった。当初は40
～ 50万人といわれた外国人労働者は、この10年
の間になし崩し的に拡大しこの数字になったわけ
だ。これについても、厚生労働省に届出をしてく
れた「良心的な」事業者からのもののみなのだ。
職場を離れ行方不明の方は含まれない。そして、
今回の三回目ともいえるような労働力不足現象は
これまでとは背景が違うことに着目すべきであろ
う。つまり、近年ようやく皆に知られるようになっ
た日本社会の本格的な人口減少、すなわち生産年
令人口（15～64才）の急減（この20年強の間に1,000
万人強もの減少）をうけて、職場で基幹となる若
年・壮年の労働力不足が目立ってきたということ
なのである。成長率が回復したわけでもなく景気
が上昇したというわけでもないのに、とにかく人
手不足が目立つようになった。たしかにこれは重
大なことだといえるのかもしれない（東京オリン
ピックの工事や原発事故の事後処理の人員不足要
素も加わってはいるが）。

そうであるならば、もっと早くから広く国論を
興し、中央各省庁・全国の地方自治体・経済界・
労働界をあげての総合的戦略的対応を行う必要が
あるはずであった。それを行わないままで、安倍
政権は突然に国会議席の多数をたのんで、形式と
なる「入口」の門のみを広げ、短い審議時間で突
破してしまったということではないのか。さすが
に、大島理森衆院議長はこの重大課題について、
来春までの関連政省令を含めた総合政策を国会で
まともに議論が行われるよう政府に対し苦言を呈
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した。この法律はただちに2019年４月から実施さ
れるが、これを裏付ける政府予算案には殆ど計上
されてはいない、という粗雑なものなのだ。ここ
では、産業・業界の人手不足対策というニーズが
まず先行されてしまった。実際のところはこの10
年のあいだも明確なルールなき受入れがなし崩し
に進んでいる、悪条件で働かされている（社会的
保護の殆どない）外国人労働者が、急拡大してき
ているということだ。

■千葉地域の外国人労働者の
　置かれている位置 ─柏と松戸のケース

千葉県にもすでに多数の外国人労働者が働いて
いる（県内の住民基本台帳でみると14万人、労
働者として雇用されているものは４万9,335人。
2017年10月末現在）。筆者がよく利用する京葉線
でも外国人が目立つ。それも東京ディズニーラン
ドへの訪問客ということだけではないようだ。数
字をみると、千葉市海浜部の美浜区は県内一の
高い外国人居住比率となっており、総数6,741名。
そのうち約半数近い2,799人は「永住者」として
の在留資格（10年以上の居住・就業で申請でき
る）をもつ方々である。だから、この地域で友人
として、あるいは子どもが同じ小学校、幼稚園に
通い日常的つきあいがある。外国人に対しての差
別的な発言は幸いあまり聞いたことがないように
思う。定住・永住者が多いためなのかもしれない。
他方、働いてくれている千葉での外国人労働者に
ついて、問題のあるひどいケースもある。2018年
の春、柏のある建設現場で労働災害（骨折事故）
が発生した。ミャンマー人の青年で、幸いにも在
ビルマ市民労働組合の知り合いがいた。そこで助
力をえて、協議により労働災害であるとの認定が
見込まれ、病気療養扱いとなっている（医療費と
傷病手当金も交付される）。このビルマ人の組合
は国内の有力労組JAMが支援しており、交渉や
専門的知識をうることができていた。しかし、こ
れは稀なケースであるとみるべきだろう。

というのも、労働災害の発生は日本人でも死亡
災害でもなければ、当事者の間でわずかのお金で

揉み消されることがしばしばある。この建設現場
の場合は、本人がしっかりしており、知人と相談
できたこと、偶然にいまだ少数で組織されている
同国出身者による組合と接触できた。事業者が労
働災害保険にはいっており、協議に応じる「良心
的なところ」だったということだ。むしろ、事業者
が労災や健保へ加入せず、本人は言語の関係もあっ
て異議申立てができない、就業できるビザをもた
ないために、国外追放をおそれてむしろ事故の発
生を自分で必死でかくしてしまうことの方が多い
ということだ。現状は悪質な事業者が放任され、
基本的には法務省・入国管理はまったくそこに手
がとどかない、管轄外ということになっている。

そうなると、そもそもこれまでの出入国管理に
偏重した政策の在り方そのものが問題だと考える
べきだ。昨年末での入管法改正の強行というやり
方はやはり政策の順序が逆だということになる。

また、読者の皆さんは、松戸で起こった痛まし
い殺害事件（2017年に発生、2018年夏にいたる裁
判）を記憶されている方も多いだろう。これは、
ここに居住していたヴェトナム人家族の小学校３
年生の愛らしい女の子リンちゃんが、こともあろ
うに元保護者会の会長に性的暴行を加えられたう
えで殺害されたということであった。リンちゃん
のお父さんは（報道ではIT技術者）たどたどし
い日本語ながら、筋道の通った受け応えで、法治
国家たる日本での正当な裁きを求めていた。当の
加害者は「登校中は親の責任」と被害者の責任で
あるかのような発言をして怒りをかったが、その
地域で急増している外国人への偏見がなかったか
どうかも気になるところだ。ともに暮らす外国人
について、思いやりや人権感覚がどこまでその地
域に定着しているのかも問われるところなのかも
しれない。

■過重労働、非正規労働、外国人労働
　─連動する日本社会の課題

外国人労働者のなかでも、「技能実習」という
名前で、海外のブローカーを介して入ってきた労
働者がもっとも不遇な立場に置かれている。まず
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は送り出し国（ヴェトナムや中国、フィリピン、
カンボジア、ネパール、ミャンマー）で、斡旋費
用・旅費としてしばしば100万円にものぼるよう
な支払いをもとめられ、多くは借金して費用を調
達しなければならないそうだ。そして日本に入っ
てみると、今度は事業者がこうした「技能実習」
生を受け入れるには「監理団体」の窓口をとおす
ことになっているものの、ここで示された賃金・
労働条件は現実に支払われるものとはしばしば大
きく違う。実際には残業が多いのにそれが不払い
になったり、割り引き（時間300円程度に）など
が横行する。そして寄宿舎費用の名目で高い家賃、
光熱費、食事費用が差し引かれる。何よりもこの
実習生という制度では、本人が取扱いが不当だと
考えても、事業者を選択することはできない仕組
みなのだから、「嫌なら帰国せよ」とされてしま
う現実がある（これについて今回の特定技能１号
への転換が容易ならば少しは是正されればよいの
だが）。本来は単純労働者を公式に受け入れると
すれば、「技能実習」を名のとおりの研修を中心
に狭く限定しつつ、２～３年のうちに制度そのも
のを廃止すべきなのである（韓国に前例あり）。
現行の技能実習生制度は、研修は名ばかりで殆ど
現場労働力として使われ、しかも、まったく無権
利なままにおかれている。だから、その外国人労
働者は、送り出し国と受入れ国の双方で二重に中
間搾取されることになる。ここにメスをいれる制
度改革しなければならないのである。

たしかに、日本の労働法はすべての労働者を対
象としており、決して国籍によって差別しないこ
とになってはいる。けれども各都道府県に置かれ
ている労働局、相談窓口、ハローワークで外国人
労働者に対応できる余裕はあまりない。まずもっ
て国家予算、自治体予算を伴う人員配置・養成が
必要なのである。

ひるがえってみると、もともと、国内の膨大な
非正規労働者をはじめとして日常的に起こって
いるような不払い労働（残業割増しなしを含む）
や、職場での「パワハラ」の横行が問題となって
いるさ中のことなのである。正規の労働者であっ
ても、厚労省が毎年行うようになってきた「過重

労働対策キャンペーン」や事業所調査（２万5,676
事業所が対象、2018年８月発表分）では月80時間
を越えるような長時間残業をさせている労働者が
いると判明したところが調査対象の45%にものぼ
る。悪質な「賃金不払い」も事業所の７%に残っ
ている有り様だということだ。日本には、先進国
では殆ど聞かない「過労死」が起こって当然のよ
うな多くの職場があるわけだ。これをみると、政
府がいうところの「働き方改革」は、まずは悪質
な事業者の「働かせ方改革」を実施すべき、とい
うことになる。そしてさらに重要なことは、雇用
契約は労働者と使用者の間で交わされるわけだか
ら、本来は「労使間の自治」が基本となる。だか
ら、自分達の権利に関わる労働者の運動、労働組
合運動等が重要で、それが職場の末端、社会全体
に及んでいるのかどうかが問題だ、ということに
なる。だから、このような現状の下では、非正規
労働者、さらにそして言語が不自由なことが多く、
また労働法の知識をもたないままで受け入れられ
ている外国人労働者がもっと不当な扱われ方をさ
れがちになるわけだ。

韓国の雇用許可制（2004年）は、1労働市場状
況をつねに把握して計画的に受入れする、2内外
の均等待遇原則（労働三権・社会保険等）を事業
者、本人に周知徹底する、3悪質なブローカーを
排除するために二国間の「協定」をむすび、入国
から言語研修、就労、帰国まで全プロセスを透明
化し、労働省（韓国労働部）が運営するとしている。

これでも不十分なのだが、日本はまだそのレベ
ルになっていないのである。

■自治体・地域社会レベルに問題が
　表面化する現実を直視

今回のように、政府・国のレベルで外国人労働
者拡大がもたらすさまざまな大きな課題について
正面から受けとめることはしない。入口（入国管
理）の拡大、量的拡大だけ（入管）の対応に留ま
るのであれば、諸課題、難題は直に自治体レベル、
地域社会レベルに噴出してくることになる。

私たちは暮らすうえで、また外国人にとっても
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井上　定彦　プロフィール

社会環境学会、社会政策学会、日本平和学会、

日本労働ペンクラブ等の会員

専門　国際政治経済学、社会経済学、島根県

立大学名誉教授、千葉市在住

ごく短期は別として中長期滞在・定住・永住のい
ずれであろうと、日本人と同様の以下のような条
件を整えなければならないと思う。1日本語を含
む教育の提供、2医療、3労災、失業を含む社会
保障、4住宅の確保（公共住宅を含め）、5人権・
労働権に関わる法的アクセス、6前提となるべき
内外均等待遇（差別禁止）、そこから在留資格・
国籍のあり方にいたるまでも課題となる。

近年の日本の行政制度の常識として、ひとびと
の暮らし、生活レベルへの社会・公共サービスは
市町村・県を含む地方自治体が担うということに
なっている（「分権改革」）。したがって、この1
から6までの多くの仕事は、自治体と地域社会が
直ちに負わねばならない課題となる。地域住民・
市民への社会教育と意識改革もここに含まれる。

ところが、千葉市のような大きな政令指定都市
であっても、そうした課題をこなし、全市的に担っ
てゆけるような、人員・予算配置については、まっ
たくこれからの課題だということである。現行の
国際交流課の規模・内容程度では現場の対応は到
底できるものではない。その地域で暮らす、外国
人にとってのアクセスは区役所レベルでまずは困
難、ハローワークや相談の窓口についても実質的
には同様に難しいのが現状である。

■問われる基本的姿勢

より本質的、より本格的に外国人労働者を受入
れを考えるとするならば、「労働力」として受け
入れるのではなく「人間として」受け入れるとい
うことであるので、それは「世界人権宣言」「国
連人権規約」「ILO条約」、むろん日本国憲法の理
念にもつうずるものである。結局は、労働力の受
入れにとどまらず、「移民」としてしっかりとし
た体制で受け入れることができるのかどうか、と
いうことになる。

日本は今世紀中に人口が半分以下になると予測
されるなか、社会の再生産、地域と「社会の持続
可能性」という責任を、未来社会に向けてどうひ
きうけるのか。日本社会はこのまま静かに縮減し
てゆく道でよいのか。急激な縮減が社会保障や財

政の破綻をもたらさないですむのか。それは難し
いだろうというのが、多くの専門家の見方である。

もはや、いまが選択の最後の局面にあるという
ことなのかもしれない。少し前までは労働力不足
は女性と高齢者の就労率の引上げである程度対処
できるようにみえた。実際に、この10年の就業率
の上昇が顕著にみられ、生産年令人口の減少を埋
め合わせてきた。しかし、もうその限界にぶつかっ
ているのではないか。

この外国人労働者の受入れ（あるいは「移民」
としてのそれも）というのは、難題のようにもみ
えるが、次への社会建設の基本的考え方はして決
して新奇なものではない。「基本的人権の尊重」
ということである。それは地域社会からみれば、
諸制度の充実以上のものである。すなわち、すべ
ての日常生活上の通念・文化として人々の内面に
定着できるかどうかということである。学校教育
での対応をはじめ、幸いにジェンダー差別や地域
差別についてはある程度は前進してきた、という
これまでの日本の経験もある。

さて、私たちはいかなる道をえらぶべきなのだ
ろうか。

〔参考文献〕
◦指宿昭一「外国人労働者受入れ制度の新方針」

『世界』2018年12月号
◦佐野孝治「外国人労働者受入れ拡大の論点」

日本経済新聞2018年11月27日
◦社会政策学会『社会政策』2016年第1号、同2015年第2号
◦宮本みち子・大江守之『人口減少社会の構想』

放送大学教育振興会2017年
◦毛受敏浩『限界国家』　朝日新書　2017年
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「自治研ちば」への原稿依頼を受け、良い機会

を与えていただいたことに有難く思いつつ承諾を

しました。内容については、昨年９月議会の一般

質問を中心に報告させていただきます。

■銚子新電力にかける地域再生

現在の銚子市のおかれた財政状況を慮り、少し

でも改善に貢献する施策を推し進めることは至極

当然のことと思います。また、地球環境の悪化が

憂慮される昨今の世情にあっては、なおさらに再

生可能エネルギー関連の施策が望まれています。

無限のエネルギーである風、太陽光という自然の

恵みに囲まれた本市が、それを利活用しない手は

ありません。すでに、銚子市と民間会社２社がタ

イアップして新しい電力会社を設立しました。本

市が主体となり、電力を売買することとなります

が、先ずは公共施設に電力を供給し、近い将来に

は一般家庭や、さらには数多くある事業所に拡げ

ていく予定です。同時に、電力供給を広げていく

ための新しい発電施設の整備も待たれるところで

す。これこそがまさに電力の地産地消です。ちな

みに、現在の本市における自然エネルギーによる

発電設備の概要は、陸上風力34基53,560kW、洋上

風力１基2,400kW、太陽光が265基18,900kWの合計

74,860kWとなり、この外の一定出力以下の設備は

含まれていません。

銚子市議会議員　宮内　和宏

希望への再生・銚子の底力・
住みやすいまちづくりを基本テーマに

市議会報告

もとより銚子は水産業、農業、そして醤油のま

ちです。これらの事業所が備える冷凍、冷蔵庫の

消費する電力は膨大なものがあります。そのポテ

ンシャルの高い本市が描く電力の地産地消を本物

にするには、電力の需要と供給の最大化とその均

衡を保つことが要求されます。発電源は太陽光パ

ネル、陸上、そして洋上の風力発電がありますが、

これには越えなければならないハードルがありま

す。ひとつには漁業者の理解と協調、景観との調

和、折り合いです。結果を急がず、じっくりと関

係団体との話し合いが求められます。また、発電

設備費のコスト低減はなされてはいますが、その

一方で買取価格も年々下がっています。現在では

当初価格の４割弱まで下がっていますが、関連す

る法律の整備が進められている状況もある中では、

再生可能エネルギー普及の方向性は変わらないで

しょう。洋上風力発電に関しても、国において関

係法令の制定がなされています。

以上のような状況の中で、本市が主体的に、か

つ具体的に新電力会社の運営に取り組んでいくわ

けです。そのためには、民間のノウハウに依存す

るものの、今現在、素人に過ぎない本市職員を専

門的なスタッフに育成する必要があります。また、

この事業では、市への実入りを計画的に確保する

ことが大前提なので、生半可な取り組みでは許さ

れないことは当然です。しっかりと注視していき

たいと思います。
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■市営住宅の集約化と跡地利用

本市の市営住宅は、市内13ヶ所に分散し存在し

ています。建物自体は低層、高層があり、全体的

に老朽化が著しく、景観への影響、衛生面、そし

て防犯上でも問題化しています。建物の中には、

築50年を過ぎたものもあり、政策空家のまま現在

まできているものも珍しくはありません。これま

で、市営住宅に関しては応急的な随時修繕等で済

ませ、抜本的な動きがありませんでした。

このような状態を放置していること自体、市の

マイナスイメージが形成され、さらには周辺地域

住民の日常生活への様々な悪影響も懸念されてい

ます。そこで早速、問題となる懸案事項をまとめ、

議会で取り上げるための具体的作業に入りました。

その時期は平成27年で、集約化が始まったのは翌

年の28年でした。集約化が進められている市営住

宅は、市内で規模が一番大きく、市役所から南方

向に約２㎞のところにある三崎団地です。住宅の

ある場所の標高は45mぐらいで、比較的高台であ

るため、浸水、津波等の水害には安全な土地であ

り、跡地利用の価値は高く、可能性を秘めた土地

になるものと確信しています。そこで28年度に始

めた集約化は、現在、どのような進捗状況にある

かを質してみました。すると計画としては、30年

度までの３ヵ年で35戸の集約を完成することで事

業が始まり、集約の結果は初年度の28年度は計画

どおりの11戸でしたが、29年度は12戸の移転計画

に対し、達成は５戸でした。計画の半分にも満た

なかった理由は、移転先となった住居の予期せぬ

著しい老朽化への修繕対処に苦慮したためでした。

そのため計画は見直され、平成31年度及び32年度

はそれぞれ７戸の移転を完了させる計画で事務が

進められています。

公共施設等総合管理計画にも謳われていますが、

市営住宅は人口減少、地域分布等を踏まえ、適切

な管理・運営を行っていくとされています。また、

集約後の跡地については、高台の利を十分活かし

た有効利用を図っていくことが求められています。

市営住宅全体に関わる経費については、家賃等

の年間収入の範囲内で賄われており、集約化に充

てる費用が限定的になってしまうことは止むを得

ませんが、今後も解決すべき最優先課題として取

り組んでいこうと考えています。

■銚子半島周遊自転車道の整備

近隣自治体にはない自然が銚子には厳然として

あります。その自然が醸し出した風光明媚な銚子

半島は訪れた人たちを魅了してきました。東洋の

ドーバーと言われる屛風ヶ浦を眼下に走るドー

バーライン。その先、長崎海岸から犬吠埼へと届

いたところに、明治９年に点灯された犬吠埼灯台

があります。そこから湾曲した浜辺が“霧が浜”

とも言われる君ヶ浜があり、道路を挟んで松林が

広がり続けます。海岸の道路は利根川河口へと導

かれ、漁港周辺には多くの魚の加工場が並んでい

ます。このような銚子半島の風景を満喫するため

には、ゆっくりペースが望まれるところです。こ

のようなことから、現在は車が大手を振っていま

すが、近い将来には徒歩、自転車でも安全に、安

心して風景を楽しみながら通ることができる道路、

交通環境が整備されたらいいなとの思いで訴えさ

せていただきました。

平成29年５月に自転車活用推進法が施行されま

した。その基本理念と基本方針に基づき、太平洋

自転車道整備計画が示されているのは、和歌山県

から千葉県までの太平洋沿岸６県です。その資料

には屛風ヶ浦の写真が載っているではありません

か。その上を走るドーバーライン、この道路に自

転車走行の安全帯を設けようとの計画です。進捗

状況の問いに対して、「サイクリストが太平洋岸

自転車道のルートと認識できるよう、統一感のあ

るデザインの路面表示や案内板の設置を考えてい
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る。また、千葉県では既存の国県道

で自転車の通行区分帯を表示し、一

般車両と自転車が同じ路線を通行す

る車道混在型とした整備を検討して

おり、平成30年度中には県内のルー

トを決定する予定」とのことでした。

今後、千葉県のルート決定にかか

る過程において、銚子市が積極的に

宣伝、要請を行っていくよう訴え続

けていきたいと考えています。

また、その他として、市民ボラン

ティアが組織を結成し、民間主導で

行政を巻き込み現在に至っている事

業が３つあります。そのうちのひと

つを紹介します。

■銚子市指定遺跡「余
よ

山
やま

貝塚」
　指定区域拡張事業

国から特別遺跡として指定されて

いる千葉市の加曽利貝塚と並び称さ

れたこともある銚子市余山町に所在

宮内　和宏　プロフィール

昭和27年３月30日生まれ
昭和47年４月　銚子市役所入職
平成19年３月　銚子市役所退職
同年４月　銚子市議会議員初当選（現在３期目）

市内外からの見学や市内小学校の社会科授業とし

ての見学が続いています。本来の埋蔵文化財のあ

るべき姿にようやく近づいてきたような感はあり

ますが、本物として軌道に乗せるまで、関係者は

じめ市民のさらなる理解と協力が必要であること

は言うまでもありません。そのためにも議会があ

り、議員がいるのです。自らを叱咤激励しながら、

今後も活動を続けていきたいと思います。

する縄文後期の余山貝塚は、銚子市の指定遺跡で

ありながら、雑多な樹木が生い茂り、ごみの不法

投棄の格好の場所となっていました。それを何と

かしたのがボランティア「余山貝塚美化の会」で

す。今ではこれまでとまったく別の場所でもある

かのような素晴らしい環境に見事に変貌しました。

この成果が、久しぶりの県の発掘調査へと発展し、

ここ数年、試掘調査が行われています。来年度も

継続されるようですが、結果によっては県の指定

も期待できるようでもあります。

議会で取り上げ、多くの市民に知ってもらうこ

とがどんなに大切なことか。また、それが行政の

動きを刺激し起動させ、ボランティアとのコラボ

が実現、継続していることは、まさに行政との協

働の典型ではないかと自負しています。現在では、

余山貝塚美化の会の皆さん（後列右から３人目が筆者）

余山遺跡を見事に変貌させたボランティアの皆さん
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千葉県地方自治研究センター　理事　赤荻　渉

地域づくりフィールドワーク
市原市南部地域から考える

自治研センター活動報告

自治研センターの課題のひとつである「地域づ

くり」について、人口減少・高齢化が進む中で様々

な取り組みが行われている市原市南部地域を対象

としたフィールドワークが2018年11月21日に行わ

れました。今回の企画には、昨年を上回る25名の

参加があり、地域づくりの基幹となっている小湊

鉄道沿線・養老川の景観、芸術祭の作品を引き継

ぎ森と人とのコミュニケーションを問い直す森ラ

ジオ・ステーションの取り組み、地域づくりの起

爆剤と期待されている77万年前の地磁気逆転地層

「チバニアン」、廃校を活動拠点としている「報徳

会」内田未来楽校の取り組み、市原市地域が古代

大和政権の東日本における一大拠点だったことを

偲ばせる国分尼寺跡を視察しました。

■地域づくりの基幹を担う小湊鉄道に
　乗車、レトロ感満載！

午前８時15分に最初の目的地である小湊鉄道

「上総牛久駅」に向けてバスは千葉駅前を出発し

ました。車中、宮㟢理事長から「今回のフィール

ドワークは77万年前のチバニアンから今日時点に

おける地域づくりの取り組みまでの時間的にス

ケールの大きい視察」であることが強調されまし

た。また、若井顧問からは、「地域づくりは、そ

こに住んでいて自己実現できることである」と地

域づくりの基本理念が示されました。また「市原

市南部地域の地域づくりを考えるうえで、かつて

の養老川、現在の小湊鉄道、国道297号線に着目

すべき」との指摘もありました。

バスは、９時に小湊鉄道「上総牛久駅」に到着

しました。小湊鉄道は、1928年に五井・上総中野

駅間が開通した私鉄で首都圏近郊では珍しい非電

化鉄道です。このため駅舎などにレトロ感があり、

テレビドラマなどのロケに使用される機会が多く

なっています。地元では地域づくりの基幹として

期待されています。市原市南部地域の入口である

上総牛久駅を９時38分発の２両編成のディーゼル

上総牛久駅

月崎駅

ＪＲ五井駅 上総国分尼寺跡

内田未来楽校

森ラジオステーション

チバニアン

圏央道

館山
道

内房
線 市原市

小
湊
鉄
道
線

図表１　市原市南部地域の周辺図
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カーで出発、森ラジオ・ステーションのある月崎

駅を目指します。乗客には、平日にも関わらず観

光客が多く混じっています。単線は養老川を縫う

ように進みます。景色も急激に変わり、竹林を主

体とした雑木林が多くなり民家も稀になってきま

す。こうした急激な風景の変化が千葉県の抱えて

いる南北問題を端的に表しているようでした。

■森ラジオ・ステーション、
　不思議な空間に人気が集まる

10時４分月崎駅に到着。隣接する森ラ

ジオ・ステーションを視察します。ここ

は、2014年と2017年に開催された芸術祭

「いちはらアート×ミックス」で展示さ

れた木村崇人さんの作品をそのまま残し

たもので、かつての鉄道員の詰所を森に

見立て、60種以上の山野草・コケなどで

覆い、近隣のマイクから鳥の声などが聞

くことができるラジオなどが設置されて

います。殆ど人のいない月崎駅前には不

思議な空間が広がっていました。森と人

とのコミュニケーションを問い直す作品

は人気を集め、結婚式の会場、映画のロ

ケに使用されているそうです。こう説明してくれ

たのは、通年管理している非営利団体「森游会」

の代表である田村孝之さんでした。田村さんは、

取り組みにより確実に観光客が増えていると今後

の活動に自信を示していました。

■世界的ブランドに期待、
　「チバニアン」を視察

10時50分に月崎駅から再びバスに乗り、今回の

目玉である地磁気逆転地層「チバニアン」に向か

上総牛久駅に入線する小湊鉄道の気動車

草木で覆われる「森ラジオ・ステーション」の内部を視察

いました。11時に入口の市原市田淵

地区に到着。大型観光バスがあまり

来ないせいか駐車にことのほか苦労

していました。

地磁気逆転地層とは、46億年の地

球の歴史の中で何度か地磁気が逆転

した痕跡を示した地層で、市原市田

淵地区の養老川岸に77万年前に最後

の逆転が起こった痕跡が世界的にも

稀に明確に残されていることが判明

しています。この逆転層は人類が出

現した以降の地質年代「更新世」の
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前期と中期を区別する地層とされているため、も

しこの田淵地区の地層が代表的な地層に認定され

た場合、この地質年代が「チバニアン」として命

名されることになります。現在、認定作業は最終

段階に入っており来年（2019年）にも結論が出る

見込みとなっています。地元では地域づくりの起

NPO法人「報徳会」内田末来楽校

フィールドワーク参加者の皆さん（チバニアンにて）

観測されておらず人類にはあまり影響は無かった

のではないか、逆転の原因は分かっていないなど

と熱心な説明が続きました。

■内田未来楽校、
　校舎保存以外に幅広い取り組み

なりの危険が予想さ

れます。今後の見学

者の増加を見込むに

あたって課題だとい

えます。白色を帯び

ている逆転層が明確

にわかります。77万

年前の御嶽山の火山

灰だそうです。何本

も調査杭が打ち込ま

れています。驚天動

地といえる地磁気の

逆転が僅か77万年前

に起きたことに改め

て驚かされます。ガ

イドからは、逆転し

ても宇宙線の減少は

爆剤になるのではないかと期待が高

まっています。このような中で、現地

を訪れる人々が激増しており市原市で

は急遽ボランティアガイドの養成に乗

り出しています。今回、この一期生の

方々が私たちを案内していただきまし

た。初めての実践だそうです。緊張感

が私たちにも伝わります。

地層まで10分程度かかります。急な

坂道を500ｍばかり下ります。降りた

ら川岸に沿って地層にたどり着きま

す。場所は、すぐそこまで川面が迫っ

ています。梅雨などの増水時期にはか

自治研ちば  2019年2月（vol.28）35



赤荻　渉　プロフィール

千葉市職員、自治労千葉県本部書記長を歴任後、
現在は千葉市再任用職員として図書館に勤務、
千葉県地方自治研究センター理事

上総国分尼寺ジオラマ

昼食をはさんで、午後１時30分に市

原市内田地区にある内田未来楽校を訪

れました。ここは、1928年に建てられ

た旧内田小学校舎を非営利法人「報徳

会」が2014年に買い取り、人口減少、

耕作地放棄、害獣対策などの課題を抱

えた地域づくりの拠点として運営され

ている施設で、活動経過は「自治研ち

ば」2018年６月号にも紹介されていま

す。また、芸術祭「いちはらアート×ミッ

クス」にも積極的に参加し活動の幅を

広げています。

最初に常澄良平理事長から施設が富

岡製紙工場と同じめずらしい構造であることが披

露されました。続いて小出和茂事務局長からは、

校舎の保存だけでは地域の活性化にならず校舎に

集う人々に交流の場を提供することが重要な使命

であるとの説明があり、「報徳会」の基本理念が

示されました。

■上総国分尼寺跡展示館、かつて市原は
　古代東日本の一大拠点

最後の視察地である上総国分尼寺跡展示館に到

着したのは、夕闇迫る午後４時でした。場所は、

市原市役所に隣接した住宅街の真ん中にありま

す。ここは、かつてこの地域が大和政権の東日本

における一大拠点であったことを示す史跡で1983

年に「国の史跡」に指定されています。視察は、

到着が遅れたこともあり展示館において担当の方

からの説明と1993年に復元された中門を遠望する

に止まりました。説明は、ジオラマを活用したた

いへん丁寧なものでした。上総国分尼寺の寺域は、

諸国国分尼寺の中で、最大で、復元された中門は

奈良時代の工法で建立したそうです。上総国分尼

寺跡の存在は知っていましたがこんなに大規模な

施設であったことに驚きました。機会があれば再

訪したい場所でした。

上総国分尼寺跡から千葉駅に到着したのは午後

５時でした。帰りの車中の高橋副理事長から「訪

問した施設で説明いただいた方は定年退職して第

二の人生を送っている人が多かった。」と挨拶で

語っていたのが印象に残りました。地域づくりの

人的宝庫は間違いなく「アラウンド70」世代にあ

ると最後に考えることができたフィールドワーク

でした。
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公共の担い手

地域における生活支援・
介護予防サービスの担い手を作る

ＮＰＯ法人たすけあいサポートアイアイ　代表理事　岩橋　百合

■生活支援コーディネーターという仕事

2016年10月から千葉市に生活支援コーディネー

ター（以降ＳＣという）という職種ができました。

2015年の介護保険の改正により全国の市町村に設

置されることになったもので、その目的は、地域

における生活支援・介護予防サービスの提供体制

の整備に向けた取組を推進する、とされています。

その背景としては高齢化が進む中で、介護保険財

政の逼迫、介護の専門職の人手不足があります。

ＳＣの活動は、地域の福祉資源を把握し、住民

のニーズを調査し、必要な福祉資源を創出するこ

とです。具体的には要介護にならないように体力

づくりのできる場所を増やすこと、認知症予防の

ためにも、いつでも立ち寄っておしゃべりができ

る居場所を作ること、ごみ捨てや買い物支援、通

院支援などができるようなグループを立ち上げ、

安心して暮らし続けられる地域を目指すもので

す。そのようなささえあい活動に参加することも

高齢者の健康や生きがいにつながるといわれてい

ます。

全国的には社会福祉協議会（以下社協という）

がＳＣを受託するケースが多いのですが、千葉市

ではプロポーザルで選定されたため、株式会社あ

り、NPOあり、福祉法人あり、社会福祉協議会

ありとバラエティに富んでいます。それらの事務

所が責任をもってＳＣを選任、2017年４月からは

各区２人となりました。

私は2008年、美浜区で６人の仲間たちとNPO

法人たすけあいサポートアイアイを始めました。

介護保険外の生活支援と階段昇降サポートでス

タートしましたが、３年目からは福祉有償運送を

始め、そのためにNPO法人を取得しました。階

段昇降サポートはアイアイの象徴的な事業であ

り、美浜区ならではのニーズに対応したサポート

です。５階建て中層の住宅が多い美浜区で2008年

には年間100回だった階段昇降サポートは10年目

の2017年には520回、18年度は700回に迫る見込み

です。ＳＣ活動は地元密着の私たちのような団体

がふさわしいのではないか、という思いから応募

図表１　千葉市美浜区の位置

茨城県

千葉県東京都

千葉市美浜区
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■美浜区でのサービスの立ち上げ

美浜区は海浜の埋め立てにより作られた地域で

あり、千葉県や首都圏から同世代の家族（主に若

い夫婦と子どもの世帯）が移り住みました。団塊

世代の街でもあります。それから40年がたち、当

然のことながら一気に高齢化が進んでいます。ま

た、特徴としてはエレベーターのない５階建ての

しました。

ＳＣの３年間の活動は研修、地域

資源調査、サービスの立ち上げへと

進んできました。研修後は福祉資源

の調査が主な業務でした。社協地区

部会や民生委員、自治会、住民有志

が立ち上げたサロンやカフェ、老人

クラブ、体操教室、歩こう会、など

いろいろな団体を訪ねて活動に参加

し、困りごとや新しいニーズについ

ても話を聞きました。集まった情報

は千葉県介護サービス情報公表シス

テム（図表２）に掲載しました。ま

た各区の「高齢者のための生き生き

図表２　厚生労働省の介護事業所・生活関連情報検索サイト
　　　　（http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/）

図表３　高齢者のための
　　　　いきいき活動マップ

図表４　生活支援サービス
　　　　活用ガイド

活動マップ」（図表３）にまとめました。翌年に

かけては家事支援、外出支援、日用品・弁当の宅配、

見守り・安否確認などの生活支援サービスを調査、

全市版「生活支援活用ガイド」（図表４）を作成

しました。それらはあんしんケアセンターや区役

所に置かれ、必要な方に配布されています。

また、美浜区ＳＣの独自活動としては地域包括

ケアについての３回連続シンポジウム「美浜区大

高齢時代」を開きました。具体

的なささえああいのイメージを

つかんでもらうために、すでに

先行していたたすけあいや見守

りをやっている住民グループ10

団体の活動を報告していただき

ました。３回目にはグループ討

議を行い住民のニーズなどにつ

いて話し合いました。このグ

ループから一つでもささえあい

活動が生まれてほしいと企画し

たものでしたが、そう簡単では

ありませんでした。
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いわゆる団地による街づくりが行われたため、私

たちがたすけあいサポートアイアイを始めた2008

年ごろの調査では、住民の約４割がそのような住

宅に住んでおり、すでに自力で階段昇降ができな

い方々が出始めていました。

住民の気風としては、新しい街であり、自由で

しがらみがない一方、千葉都民といわれ、ふるさ

と意識は希薄であったと思います。その後、コミュ

ニティの醸成もすすみ、高齢化が進んだことで、

住民同士の支えあいの必要性についての認識も

高まってきました。NPOによる助け合いも開始。

磯辺では住民による見守り活動、真砂、幸町１丁

目ではごみ捨てや家事援助など生活支援の仕組み

が作られました。

2005年の介護保険改正で導入が決まったあんし

んケアセンター（全国的には地域包括支援セン

ターと呼ばれている）が人口に応じて配置され、

高齢者の相談窓口としての機能を発揮するように

なりました。美浜区では４つのセンターが置か

れ、それぞれ地域の特性に応じた活動を行ってい

ます。その活動にもＳＣとしてさまざまに連携し

ています。

この間立ち上げたサービスを次に掲げたいと思

います。

会を立ち上げ、実際の階段昇降サポートが始ま

りました。現在までに操作者の養成講座を3回

行い、講座修了者のための研修会も催し、ボラ

ンティアの組織化、ルール作りを進めています。

２．美浜区カフェでつながる協議会の立ち上げ

　　認知症カフェの主催者でもあったＳＣの声か

けで美浜区のコミュニティカフェ同士が連携す

る団体を立ち上げました。その後カフェマップ

作製、カフェ主催者の懇談会が実施できました。

３．シニアリーダー体操１か所　カフェ１か所

　　民間マンションにおいて、シニアリーダー体操

を開始、また、集会所を利用した、だれでも参

加できるカフェを立ち上げました。

〔他の組織とともに立ち上げに協力したもの（現

在働きかけ中のものも含む）〕

１．幕張西社協地区部会による見守り

２．磯辺の地域運営委員会によるささえあい活動

（準備会への参加）

３．打瀬ベイタウンカフェ

４．イオン・カスミなどのフリースペースを使っ

た体操などのイベント、相談会など

５．美浜区で３番目に高齢化が進んでいる高浜５

丁目にあんしん磯辺と共に働きかけ、自治会の

ご協力で現在支え合いに関するアンケート実施

中、その結果がまとまり次第、福祉ミニフォー

ラムのようなイベントを企画中＊

６．あんしん高洲と共に中国語ボランティアのグ

ループ化を模索、協力者になってくれる方に声

掛け中＊

〔千葉市ＳＣの情報収集により地域包括ケア推進

課が作った発行物〕

「高齢者のための生き生き活動マップ」各区版、

全市版「生活支援活用ガイド」

〔ＳＣが深くかかわったもの〕

１．幸町２丁目階段昇降機による地域ささえあい

準備会

　　幸町２丁目連携会議の中でアイアイの階段昇

降機サポートについて説明した際、メンバーの

一人である中央診療所所長から、「それこそ、

幸町団地で今、必要とされているものだ」との

声がかかり、階段昇降プロジェクト（UR、中

央診療所、自治会、アイアイ、市・区）が立ち

上がりました。何回もPJ会議を行う中で2018

年２月から階段昇降機による地域支えあい準備
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図表５
美浜区コミュニティカフェ
マップ『みんなの居場所』

図表６

磯辺健康福祉ガイドブック

■今後の課題

ＳＣの活動は街づくりであると感じています。

美浜区では高齢化率50％を超える地域が３か所に

なりました。区内では、自主的にささえあい体制

を作っていく地域がある一方で、住民の移動が多

くコミュニティが育ちにくい地域もあります。UR

など独居の高齢者が多い地域では必要性は高いの

ですが、高齢者自身による支えあいの仕組みづく

りは非常にむつかしいという現状があります。

地域によっては、自治会がなかったり、自治会

が機能していない地域もあり、そういうところで

地域の支えあいを作っていくのは至難の業です。

自治会の価値を再発見する思いです。むつかしい

けれども自治会を新たに作っていくのも一つの方

法で、中央区の新しいマンションでそれをやった

所もあります。老人クラブも数が減っていますが、

いくつかの活発な老人クラブを見ると街づくりへ

の有効性が感じられます。

住民同士をつないでいくことが重要で、その活

動は必ずしも福祉的なものでなくてもよい、と思

〔美浜区ＳＣとして独自に作った発行物〕

１．ささえあい通信１～３号（美浜区各所で元気

に活動している団体を取り上げました）

２．美浜区コミュニティカフェマップ『みんなの

居場所』＊（図表５）

３．幸町２丁目体操マップ

４．入院時に緊急に必要なものリーフレット

〔他の組織とともに作った発行物〕

１．磯辺健康福祉ガイドブック　（地域福祉テー

ブルとともに）＊（図表６）

２．見守りのあるまち磯辺（磯辺見守り協力員ネッ

トワークとともに）＊

以上のように活動してきましたが、ＳＣが関わっ

て立ち上げたサービスはさほど多くはありません。

この間にも磯辺では地域運営委員会の下、８つの

自治会でささえあいが準備され、稲毛海岸でも３

丁目団地で稲三サポートの会が、幸町１丁目に学

んで立ち上がるなど、自主的な動きがみられます。

美浜区らしい素晴らしいことだと思います。

います。例えば、運動や音

楽、遊び、趣味でつながる、

祭りや餅つきでつながる、

お茶会でつながる、さまざ

まなつながりがあんしんの

街づくりには有効であり、

『見守り』とか『助け合い』

と掲げなくてもご近所さん

や知り合いが増えることが

自然な見守りにつながると

感じています。

千葉市の６区ではＳＣが

それぞれの区の状況に応じ

て活動しています。シニア

リーダー体操の立ち上げを
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福祉協力員カラオケ会

フレンドカフェクリスマス会

意欲的にやっている区もあります

し、区の支えあい団体の連絡会を立

ち上げようとしている区もありま

す。中央区では今年からこれまでの

一層のＳＣ（区全体を活動範囲とす

る）に加え、あんしんケアセンター

圏域に１か所ずつ、２層のＳＣが置

かれました。その成果を見ながら順

次ほかの区でも２層のＳＣが置かれ

ていく方向です。美浜区らしく、こ

の２層ＳＣについても、NPOや市

民団体がプロポーザルに応募してほ

しいものだと思っています。

住民のささえあい組織があれば何

でも解決というものではありませ

ん。ベースとしては法律に基づく介

護や福祉の仕組みが整備され、福祉

で働く人の待遇が良くなり、市役所、

福祉事務所、介護事業所や、介護施

設、病院などが連携してしっかりと

役割を果たしてもらわなければなり

ません。それらを利用する時期が少

しでも遅くなり、なるべく長く住み

＊マップ、ガイドブックなどは配布が進み、残部がなくなっ

たものもあります

NPO法人  たすけあいサポートアイアイ

〒261-0012　千葉市美浜区磯辺１－９－18
電話・Fax　０４３－２７７－２８５２
電話受付　(月) ～ (金) 10:00 ～ 16:00
土日祝日・年末年始・お盆はお休み
Ｅメール：aiai@support.email.ne.jp
ホームページ：http://tasukeaiai.com/

慣れた地域で暮らすことができるように住民によ

る互助の体制づくりが必要だと思います。自分の

住む地域を見回してそんなサポートが足りない、

何かやりたい、と感じたら、どうぞ、生活支援コー

ディネーターにご連絡ください。よろしくお願い

します。
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千葉市は、千葉県のほぼ中央部、東京まで約40

㎞の地点にあり、県内幹線道路及びJR・私鉄な

どの鉄道の起点などとして、県都にふさわしい要

衝の地です。市域は中央区・花見川区・稲毛区・

若葉区・緑区・美浜区の６つの行政区からなり、

東京湾に接し、温暖な気候と豊かな緑や水辺など

の自然環境に恵まれています。

■「都市アイデンティティ」の
　 確立を目指して

千葉市では、本市に愛着と誇りを持ち「住み続

けたい」と思っていただき、市外からも「住んで

みたい」「訪れてみたい」と感じていただくため、

本市固有の歴史やルーツに根差した「都市アイデ

ンティティ」を確立することを目的として、平成

千葉市シリーズ 千葉の地域紹介

都市アイデンティティ～
「千葉市らしさ」の確立を目指して

千葉市都市アイデンティティ推進課

あり、その重要性が再認識され、平成29年10月に

国の特別史跡に指定されました。

千葉市では、29年度から45年ぶりとなる本格的

な発掘調査を実施するなど、縄文文化と貝塚の性

格を究明し、その成果を世界に発信していく拠点

を目指し、計画的な調査研究に着手しています。

また、民間企業の企画・運営による縄文体験プロ

グラムを新たに実施したほか、縄文まつりやナイ

トミュージアムなどのイベントを充実するなど、

集客力の向上にも取り組み、多様なＰＲに努めて

います。

今後は、加曽利貝塚とその周辺地域における一

体的な整備活用の将来像を描いた「特別史跡加曽

利貝塚グランドデザイン」に基づき、後世へ守り

伝えていくとともに、整備と活用を図っていきます。

・人　口：977,752人
（平成31年1月1日現在）

・市の花木：キョウチクトウ
・市の花：オオガハス
・市の木：ケヤキ
・市の鳥：コアジサシ

加曽利貝塚の発掘調査現地説明会。
全国各地から見学に訪れます。

28年４月に「都市アイデンティティ戦略

プラン」を策定し、本市の重要な歴史的

資源である「加曽利貝塚」「オオガハス」

「千葉氏」「海辺」の４つを地域資源とし

て活用し、「千葉市」らしいまち・ひと・

くらしづくりを進めています。

■「加曽利貝塚」～日本最大級の
　 貝塚・縄文人の生活の証

加曽利貝塚は、縄文時代中期の貝塚を

含む環状集落と後期の貝塚を含む馬蹄形

集落からなる日本最大級の縄文集落跡で
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YohaS ～夜ハス～のプロジェクションマッピング

見物客で賑わう大賀ハスまつり（千葉公園）

興の祖と言われた常胤は、

房総に逃れてきた源頼朝を

支えて鎌倉幕府の成立に大

きく貢献し、全国に獲得し

た所領を千葉六党と呼ばれ

る常胤の６人の息子たちが

引き継ぎ、各地に広がって

いった歴史を持っています。

市では、マンガ「千葉常

胤公ものがたり」などによ

る郷土教育や、郷土博物館

での企画展示、千葉氏ゆか

■「オオガハス」
　～古代のロマンを秘めた世界最古の花

昭和26年に植物学者大賀一郎博士によって発掘

された古代ハスの実は、今から約2,000年前のも

のとされており、その花オオガハスは、世界最古

の花と言われています。

毎年６月には千葉公園で「大賀ハスまつり」を

開催し、講演や体験イベントなどを実施していま

すが、今年度は新たに夜のイベントである「YohaS

～夜ハス～」を開催し、池の水面をプロジェク

ションマッピングで彩るなど幻想的な演出やアー

ティストのライブなどを行いました。また、ハス

のガイドや栽培に係わっていただく人材を育成す

る「ハス守りさん」の養成にも取り組んでいます。

今後は、開花70周年にあたる2022年を目標とし

た「オオガハスPRアクションプラン」を策定す

るなど、市民や企業との連携も視野に入れた魅力

発信に取り組んでいきます。

■「千葉氏」～千葉市の礎を築いた一族

千葉氏は桓武天皇の血を引く関東の名族であり、

本市の都市としての礎を築いた一族です。一族中

第２回千葉氏サミットでは、首長らが狩衣に身を包み
騎馬武者行列を行いました。

自治研ちば  2019年2月（vol.28）43



■「海辺」～海辺とまちが
　 調和するアーバンビーチ

いなげの浜・検見川の浜・幕張の浜の３つ

の人工海浜の総延長は4.3㎞に及び、日本一の

長さを誇ります。我が国初の人工海浜である

いなげの浜は、海水浴場としてプールととも

に多くの人で賑わい、検見川の浜ではマリン

スポーツ、幕張の浜では幕張ビーチ花火フェ

スタ、レッドブル・エアレースなどが開催

され、隣接するZOZOマリンスタジアムや幕

張メッセは多くの来場者で賑わっています。

市では、「海辺のグランドデザイン」に基

づき民間事業者との連携による海辺を活かし

たまちづくりを進めており、平成28年３月に

は、レストランやベーカリーカフェ、イベン

トなどに利用できるホールやバンケット（集

会場）など、海辺の魅力を最大限に活かした

施設「ザ・サーフ オーシャンテラス」が検

見川地区にオープンしました。 稲毛海浜公園リニューアル事業（全体イメージ図）

「ザ・サーフ オーシャンテラス」海の見えるレストラン

りの自治体の首長が参加する千葉氏サミット

などによる自治体連携の推進などに取り組む

とともに、漫画「北斗の拳」とのコラボレー

ションを通じ、千葉氏をより身近に感じられ

るよう、PRに努めています。

今後は、千葉開府900年に向けたロードマッ

プ～千葉氏ＰＲ計画～を策定し、目標年次で

ある2026年度を目指し、企業や団体などと連

携した取組みを進めるとともに、千葉氏にゆ

かりのある千葉神社に隣接する通町公園の再

整備を進めていきます。

引き続き、いなげの浜を擁する稲毛海浜公園に

おいて、年間を通して海を楽しんでいただけるよ

う、白い砂浜への改修やバーベキュー場の整備な

子ども流鏑馬で当時の文化に親しむ

どのリニューアルを進めるとともに、検見川ビー

チフェスタを開催するなどハード・ソフトの両面

で取組みを推進してまいります。

自治研ちば  2019年2月（vol.28）44



新聞の切り抜き記事から
研究員　井原　慶一

当センターの新聞切抜きファイルから主な記事を抜粋して紹介します。

□第37分冊（2018年9月1日～2018年12月31日）

議会機能「問題あり」36％
県と54市町村議長　全国41％

地方議会に対し、全自治体の41％の議長が現状

に問題があると感じていることが８日、共同通信

の全国アンケートで分かった。具体的な課題を自

由記述で聞いたところ、人口減少や財政難で定数

削減に歯止めがかからず、議員活動を支える事務

局の増員もままならない苦境が浮かび上がった。

行政監視や政策立案の機能が低下しているとの指

摘も目立った。　　　　　　　　　 （千葉日報9/9）

全国地銀調査　店舗削減千葉など４割

共同通信社は、東京証券取引所などに上場する

本県の千葉、京葉、千葉興業などの地方銀行（持

ち株会社を含む）を対象にしたアンケート調査結

果をまとめた。回答した66社の42％にあたる千葉

など28社が2020年度末までに店舗数の削減を計画

していると回答し、現金自動預払機（ATM）の

削減も半数を超えた。大都市圏から離れた地銀で

目立ち、超低金利や人口減を背景に地銀の経営戦

略の違いが鮮明になってきた。　　（千葉日報9/11）

ふるさと納税　14市町返戻率３割超

過度な返礼品が問題となっている「ふるさと納

税」を巡り、９月１日時点で返礼品の調達価格が

寄付額の３割を超えている県内市町村が14市町

に上ることが総務省のまとめで明らかになった。

2017年４月１日時点の42市町村から大幅に減った

ものの依然として解消されておらず、県は「制度

をなくさないために、ルールを守ってほしい」と

呼びかけている。　　　　　　　　　  （読売9/19）

安倍３選　地方票は県内も拮抗

国会議員票で圧倒した安倍首相の３選となった

自民党の総裁選挙だが、党員・党友による地方票

は、本県でも安倍首相9,131票（52.57％）、石破元

幹事長8,238票（47.43％）と拮
きっこう

抗した。

（千葉日報9/21）

官製談合調査報告書　再発防止策不十分
県議会野党の不満噴出

昨年11月の県東葛飾土木事務所発注工事を巡る

官製談合事件に関する県の調査報告書に対して、

開会中の県議会で野党から不満が噴出している。

事実関係の解明が不十分として地方自治法に基づ

く調査特別委員会（百条委員会）設置も提案され

たが、与党の賛同が得られず、否決される見通し。

野党議員からは「再発防止のためには問題の背景

を明らかにすべきだ」との声が上がっている。

（毎日10/3）

野菜変色、停電…塩害深刻

１日未明に首都圏に接近した台風24号の影響は、

数日たっても県内各地で続いている。海側からの

強風が吹き付けたことに伴う塩害だ。塩害が原因

とみられる停電で鉄道が運転を見合わせただけで

なく、農作物への被害も深刻になっている。

（読売10/6）
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ヘイト規制条例成立
東京都　性的少数者差別も禁止

ヘイトスピーチの規制や性的少数者を理由にし

た差別の禁止を定めた東京都の条例が５日、都議

会本会議で賛成多数で可決、成立した。いずれも

都道府県の条例で初めての内容で、来年４月に全

面施行される。　　　　　　　　　　  （朝日10/6）

ネット資金調達　自治体で拡大

ネットで小口寄付を集めるクラウドファンディ

ング（CF）を利用し、行政サービスの充実を図

る取り組みが千葉県内の自治体で広がっている。

2018年度から導入した白井市はマスコットキャラ

クターの備品購入などに活用。館山市は台風で被

災した観光地の復旧費用に充てた。各自治体は財

政難を補う一方、CFを通じて事業を広くPRする

ことを狙う。　　　　　　　　　 （日本経済10/10）

「市民の力動いた」
君津市長選　石井氏に当選証書

14日投開票された君津市長選挙は、無所属新人

で元県議の石井宏子氏�が無所属新人２氏を破っ

て初当選した。県内の女性市長は2008年の白井市

長選で誕生して以来、２人目。引退する鈴木洋邦

市長�の後継だった元県議会事務局長の渡辺吉郎

氏�=自民、公明推薦=は敗れ、市民は市政の刷

新を選んだ。　　　　　　　　　　　（毎日10/16）

いじめ認知件数全国１位　４年連続
暴力行為も過去最多

文部科学省による全国の児童生徒の問題行動の

調査結果公表を受け、県教委は25日、2017年度

の県内公立小中高校と特別支援学校（全1,364校）

の暴力行為やいじめ、不登校の状況をまとめた。

暴力行為の発生件数は現行の調査が始まった1997

年度以降で最多となり、いじめの認知件数もいじ

めの定義が改定された2013年度以降最多で、都道

府県別で４年連続全国１位だった。　（毎日10/26）

北村・八街市長３選　２期連続の無投票で

八街市長選は11日に告示され、現職で無所属の

北村新司氏�＝公明推薦＝のほかに立候補の届け

出がなく、無投票で北村氏の３選が決まった。北

村氏は前回2014年に続いて２期連続の無投票当選

となった。　　　　　　　　　　　　（朝日11/13）

県、千年に一度の地震想定

県は13日、千年に一度の大地震で「最大クラス

の津波」が発生した場合、県内沿岸部の２万8,612

㌶が浸水するとの想定を公表した。県南部では最

大25㍍を超す津波が到達する地域もあるという。

県は各市町村とともに、津波ハザードマップの整

備や津波災害警戒区域の指定などを進める方針だ。

（朝日11/14）

篠山市  市名変更で住民投票
「丹波篠山市」賛成

「丹波篠山市」への市名変更の賛否を問う兵庫

県篠山市の住民投票が18日、投開票された。「賛

成」は１万3,646票で「反対」の１万518票を上回り、

賛成多数となった。同日あった出直し市長選では

改名を進める前市長の酒井隆明氏�が４選を決め、

「丹波篠山市」の誕生に大きく前進した。

（毎日11/19）

館山市長選　金丸氏が４選

18日投開票された任期満了に伴う館山市長選は

現職の金丸謙一氏�＝無所属、自民、公明推薦

＝が新人で元市議の室厚美氏�＝無所属＝に約

3,700票差をつけて４選を果たした。　（毎日11/20）
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負担「後世に押し付け」財政審の平成総括
借金５倍以上に

財政制度等審議会（財務相の諮問機関）は20日、

今後の財政運営に関する建議（提言）をまとめた。

平成30年間の財政運営の回顧に重点を置く異例の

内容で、「極めて厳しい財政状況を後世に押しつ

けてしまう格好となった」と総括した。バブル経

済の崩壊や金融危機を経て、国の借金は５倍以上

に膨らみ、高齢化という課題を突きつけられた時

代だった。　　　　　　　　　　　　（読売11/21）

香取市事業仕分け始まる
高齢者配食など「不要・凍結」２件

香取市は23日、市民が判定人になって市の事業

を公開で検証する「事業仕分け」を２日間の日程

で、市役所で始めた。市の総合計画に位置づけら

れている約300事業のうち、36事業の必要性や費

用対効果を評価する。この日は18事業中、高齢者

配食サービスと男女縁結びの２事業が「不要・凍

結」と判断された。　　　　　　　　（読売11/24）

全幹部、町長に「直訴状」
御宿学生交流事業　「強行は違法」

御宿町議会が予算否決した「日本メキシコ学生

交流プログラム事業」を石田義広町長が実施した

問題で、副町長ら町幹部全員が「地方自治法に違

反する」と町長に異例の申し入れ書を突きつけて

いたことが、26日に開かれた町議会調査特別委員

会（百条委員会）で明らかにされた。（毎日11/27）

昭和村議選　３人足らず再選挙

任期満了に伴う群馬県昭和村議選（定数12人）

が27日に告示されたが、立候補者が９人しかおら

ず、欠員３を補うための再選挙が来年１月～２月

に実施されることになった。立候補を届け出た９

人は無投票で当選した。　　　　　　（毎日11/28）

業者から金品は免職も
県事件受け職員倫理条例案

県土木事務所長らが入札情報を業者側に漏らし

た昨年11月発覚の官製談合事件を受け、県は28日

開会した12月定例県議会に、職員と利害関係者間

の禁止事項を明文化する職員倫理条例案を提出し

た。「県民の疑惑や不信を招くような行為をして

はならない」と明記。金品贈与を受ければ最も重

い場合で免職、接待以外でも利害関係者とゴルフ・

遊技をすれば戒告など、具体的な懲戒処分基準案

も国に準じて決めた。　　　　 　（千葉日報11/29）

「中枢中核市」選定へ
約80市地方再生へ財政支援

政府の「地域魅力創造有識者会議」は６日、東

京一極集中の是正に向け、政令指定都市や中核市、

県庁所在地などから「中枢中核市」を選定し支援

することを柱とする報告書案をまとめた。政府は、

全国の約80の都市を選んで、財政支援などを行う

方針だ。　　　　　　　　　　　　　（毎日12/07）

水道「民営化」法が成立
自治体の運営売却促す

水道事業を「民営化」しやすくする改正水道法

が６日、衆院本会議で賛成多数で可決、成立した。

水道の民営化をめぐり、海外での失敗例の分析が

不十分だとして野党側は「審議不十分」と反発し

ていた。　　　　　　　　　　　　　（朝日12/07）

館山市職員の遺族が提訴
『過労、パワハラで自殺』

館山市の金丸謙一市長は14日、記者会見し、

2008年に自殺した男性職員＝当時�＝の遺族から、

自殺は過重な労働や上司のパワハラが原因として、

慰謝料など総額約１億4,722万円の損害賠償を求

められたと発表した。遺族側は地裁木更津支部に

自治研ちば  2019年2月（vol.28）47



提訴している。　　　　　　 　　（千葉日報12/15）

足りない特養　実際には空き
人材不足で入所困難

高齢化に伴う需要増に逆らうように介護施設の

空きが目立ってきた。日本経済新聞が首都圏の特

別養護老人ホーム（特養）の入所状況を調べたと

ころ、待機者の１割に相当する約６千人のベッド

が空いていた。介護人材の不足で受け入れを抑制

する施設が増え、有料老人ホームなど民間との競

合も激しい。国や自治体は施設拡充に動くが、需

給のミスマッチを解消しなければ無駄なハコモノ

が増えていく。　　　　　　　 　（日本経済12/16）

２市長選が無投票　成田は小泉氏４選
大網白里　金坂氏３選

任期満了に伴う成田市長選は16日告示され、無

所属で現職の小泉一成氏�＝自民、公明推薦＝の

ほかに立候補の届け出がなく、前回に続き無投票

で小泉氏の４選が決まった。

任期満了に伴う大網白里市長選は16日告示され、

無所属現職の金坂昌典氏�＝自民、公明推薦＝だ

けが立候補を届け出て無投票で３選を果たした。

（千葉日報12/17）

職員倫理条例案「不十分」と指摘
千葉県議会

開会中の県議会12月定例会に、職員の禁止行為

などを定めた県職員倫理条例案が提出されている。

昨年11月に摘発された県東葛飾土木事務所発注工

事を巡る官製談合事件を受け県がまとめたが、条

例案とともに示された再発防止策について議員か

ら「不十分だ」と指摘されているにも関わらず、

県は変更する考えはないと突っぱねる。専門家は

「県の対応は間違っている」と指摘している。

（毎日12/19）

東庄町長選　岩田氏が無投票で７選

18日に告示された東庄町長選は無所属で現職の

岩田利雄氏�が、無投票で７選を決めた。

（千葉日報12/19）

首都圏ニュータウン高齢化加速
半数全国平均上回る 2025年予測

首都圏（東京、神奈川、千葉、埼玉）の大規模

ニュータウン（18地区）の65歳以上の住民の割合

（高齢化率）を10年前と比較したところ、いずれ

も国全体の平均を上回るペースで高齢化している

ことが国勢調査などを基にした毎日新聞の分析で

明らかになった。2025年には半数近い８地区で高

齢化率が全国平均を上回るという予測結果も出た。

国土交通省は首都圏への人口移動の受け皿となっ

てきたニュータウンについて「高齢化に加え、地

域コミュニティー機能の低下といった課題を抱え

ている」とみており、再生への道を探り始めた。

（毎日12/24）

銚子市が市民説明会
緊急財政対策　理解求める

財政難が続く銚子市は25日夜、11月に公表した

緊急財政対策の市民説明会を開いた。約300人が

出席し、市民生活に影響が出る対策に理解を示す

意見が出る一方、文化会館の休止を考え直してほ

しいと求める声や、職員の給与のさらなる削減を

要求する声が相次いだ。　　　　　　（毎日12/27）

＜以下次号へ＞
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センターでは、会員の皆様に資料の貸し出しを実施しています。
下記資料等をご入用の会員の方は事務局までご連絡下さい。

また、センターでは、2010年３月末以降分について、千葉県の地方自治に関する記事を中心に新聞の切り抜きを実施して
います。ご入用の会員の方は事務局までご連絡下さい。

今期の入手資料

入　手　資　料 著　者 日　付 種類 発　行　元
ぐんま自治研ニュース№135　持続可能な地域づくりを考える 2018. 9.19 情報誌 群馬県地方自治研究センター
徳島自治110号　自治体ニューリーダーからの提言 2018. 9.19 情報誌 徳島県地方自治研究センター
月刊自治研９月号　私たちの手で自由・自治・幸福を作りだそう 2018. 9.19 情報誌 自治研中央推進委員会
自治権いばらき130　学校図書館を考えるシンポジウム 2018. 9.19 情報誌 茨城県地方自治研究センター
信州自治研319号　本邦における医師不足 2018. 9.19 情報誌 長野県地方自治研究センター
自治のゆくえ～「連帯・補完」を問う～ 2018. 9.19 報告書 公人社
新聞記者 望月衣塑子 2018. 9.19 単行本 角川新書
信州自治研320号　大人が「科学」を楽しんで学ぶ「文化」を長野に 2018.10. 3 情報誌 長野県地方自治研究センター
八王子自治研センター通信№16 八王子市史編さん事業の成果と課題 2018.10. 3 情報誌 八王子自治研センター
とちぎ地方自治と住民546　イギリスの内憂外患Ⅶ─EU離脱と分離独立─ 2018.10. 3 情報誌 栃木県地方自治研究センター
自治研なら　122号「働き方改革」 2018.10. 3 情報誌 奈良県地方自治研究センター
埼玉自治研№51　保育園は誰のもの　─子どもの権利から考える─ 2018.10. 3 情報誌 埼玉県地方自治研究センター
自治総研９月号　政官関係と公務員制度改革 2018.10.10 情報誌 地方自治総合研究所
月刊自治研10月号　公共交通は暮らしを支え続けられるか 2018.10.10 情報誌 自治研中央推進委員会
自治研ふくい65　国籍条項撤廃と自治体職員 2018.10.10 情報誌 福井県地方自治研究センター
国会の立法権と地方自治　憲法・地方自治法・自治基本条例 西尾　　勝 2018.10.10 講演録 北海道自治研ブックレット
北海道自治研究596　「地方創生」後の北海道の展望　─市町村の現場の視点から 2018.10.10 情報誌 北海道地方自治研究所
フォーラムおおさか№154　地域自治の課題と実戦池田市と豊中市の事例から 2018.10.17 情報誌 大阪地方自治研究センター
宇都宮市の挑戦（上）　検証：平成の大合併　─新たな自治制度をめざして─ 2018.10.17 報告書 栃木県地方自治研究センター
とちぎ地方自治と住民547　ふるさと納税の功罪　─誰の利益になっているか─ 2018.10.17 情報誌 栃木県地方自治研究センター
自治研やまぐち№89　地域包括ケアシステム関連の重要事項 2018.10.24 情報誌 山口県地方自治研究センター
自治総研10月号  自治体戦略2040構想研究会報告について 2018.10.24 情報誌 地方自治総合研究所
とうきょうの自治№110　公共施設マネジメント 2018.10.24 情報誌 東京自治研センター
新潟自治77　新潟県自治研集会報告 2018.10.24 情報誌 新潟県地方自治研究センター
北海道自治研究597　議員と議会はどんな仕事をするのか 2018.10.31 情報誌 北海道地方自治研究所
2016年度財政状況概観　相模原市 2018.10.31 報告書 相模原地方自治研究センター
自治研とやま№106　ヨーロッパと日本、元気なまちには理由がある 2018.10.31 情報誌 富山県地方自治研究センター
かながわ自治研月報10　人口減少社会における交通まちづくり戦略 2018.10.31 情報誌 神奈川県地方自治研究センター
月刊自治研11月号　老朽化するインフラと向き合う 2018.11. 7 情報誌 自治研中央推進委員会
信州自治研321号　社会貢献事業としてのフードバンク事業の経過 2018.11. 7 情報誌 長野県地方自治研究センター
自治研ぎふ121号　地域自立の原像 2018.11. 7 情報誌 岐阜県地方自治研究センター
みやざき研究所だより№92　臼崎巌さんを偲んで 2018.11. 7 情報誌 宮崎県地方自治問題研究所
川崎市職労2018財政白書 2018.11. 7 報告書 川崎地方自治研究センター
あいちの自治№７　公文書管理制度と地方公共団体 2018.11.14 報告書 愛知地方自治研究センター
とちぎ地方自治と住民548　地方自治は終わったか　─宇都宮の事例研究 2018.11.20 情報誌 栃木県地方自治研究センター
自治研かごしま№120　実践に学ぶ　田園回帰と地域運営組織  2018.11.20 情報誌 鹿児島県地方自治研究所
分権型政策制度研究センター13年の歩み 2018.11.20 報告書 分権型政策制度研究センター
ながさき自治研№72　将来の希望と循環をキーワードにしたまちづくり 2018.11.28 情報誌 長崎県地方自治研究センター
自治総研11月号　自治体政策法務と条例 2018.11.28 情報誌 地方自治総合研究所
市政研究18秋201　成長戦略再考 2018.11.28 情報誌 大阪市政調査会
地方自治ふくおか66号　2018年介護保険制度改正と地域包括ケア 2018.12. 5 情報誌 福岡県地方自治研究所
地方自治ふくおか67号　これからの時代に地方自治研究所がもとめられるもの 2018.12. 5 情報誌 福岡県地方自治研究所
信州自治研322号　空き家を利用したリノベーションまちづくり 2018.12. 5 情報誌 長野県地方自治研究センター
北海道自治研究598　人口減少下、北海道の地域と未来を考える 2018.12. 5 情報誌 北海道地方自治研究所
上総日記　岡田真澄 2018.12. 5 単行本 上総日記刊行委員会
自治体森林政策の可能性 2018.12.12 報告書 公人の友社
月刊自治研12月号　野生動物と暮らす最前線 2018.12.12 情報誌 自治研中央推進委員会
自治権いばらき131　個人化する社会と労働組合の公益化 2018.12.12 情報誌 茨城県地方自治研究センター
自治年々刻々　同時代記1996～2017 辻山　幸宣 2018.12.20 単行本 公人社
みやざき研究所だより№93「土呂久鉱害訴訟」和解後の現状と宮崎県の対応 2018.12.20 情報誌 宮崎県地方自治問題研究所
信州自治研323号　現場から見た障害者施策改革の成果と課題 2018.12.26 情報誌 長野県地方自治研究センター
北海道自治研究599　放射性物資に対する法規制の現状と汚染土壌再利用政策 2018.12.26 情報誌 北海道地方自治研究所
かながわ自治研月報12　憲法92条地方自治の本旨と立法権分有の思考 2018.12.26 情報誌 神奈川県地方自治研究センター
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編 集 後 記
◆自分の家の近くにある名所や観光スポットなどには、いつでも行くことができると思い、なかなか足を

運ぶことがありません。今号で掲載した「地域づくりフィールドワークの報告記事」では、市原市にあ
る上総国分寺跡が紹介されています。上総国分尼寺は奈良時代に創建され、寺域は日本一とのことです。
中門と金堂を結ぶ回廊が創建当時の作り方で復元されています。国分尼寺のそばに建てられていた国分
寺には、高さ63ｍ以上の七重塔があったようで、法隆寺の五重塔の二倍の高さだったそうです。フィー
ルドワークの参加者は、身近な市原市に東日本の一大拠点が存在していたことに一様に驚いていました。

◆縄文時代の貝塚は、日本全国で2,400ケ所ほど発見されているそうです。そのうち、千葉県内に約700ヶ所、
千葉市には約120ヶ所が集中する、世界にも類をみない貝塚密集地帯になっているとのことです。今号
の「シリーズ千葉の地域紹介」で掲載されている、千葉市の加曽利貝塚は日本最大級の規模の貝塚で、
今から約5000年前の縄文時代中期から約3000年前まで使われ続けたそうです。歴史を紐解けば、市原市
や千葉市は縄文時代や奈良時代の社会においては地方の大規模な中心地だったわけですが、そのことを
知らない県民も多いと思います。

◆身近な千葉県内のことでも知らないことはたくさんあります。それぞれの地域では、その地域の特性に
あわせて、住民がその課題解決にむけて知恵を出し合い、様々な取り組みを進めています。本号では、
市原市南部地域の地域おこしや千葉市美浜区の生活支援コーディネーターの取り組みについて報告して
いただきましたし、井上先生の「シリーズ千葉から日本社会を考える」では、日本社会の中でこれから
大きな問題になるであろう「外国人労働者の受入れ拡大策の本来のあり方」について言及していただき
ました。それぞれに地域での取り組みのヒントとなるような情報を今後も提供できるよう努めていきます。

◆次号は、「災害列島の中の高齢者と防災」をテーマとする講演録をメインとした企画を予定しています。
災害が発生した際に、高齢者、障害者、子ども、女性など社会的弱者や災害時要支援者の避難施設への
受入れ体制や地域住民との連携など避難支援のあり方について、考えていきたいと思います。ご期待く
ださい。

事務局長　佐藤　晴邦
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2018年10月
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◦巻頭言　千葉県立保健医療大学　健康科学部看護学科　講師　成　　玉恵
◦自治研センター講演会
　地域に希望を～人口減少時代の地方財政を問い直す
	 埼玉大学大学院　人文社会科学研究科　准教授　高端　正幸
◦シリーズ「千葉から日本社会を考える」
　千葉・東アジア・世界―連動する地域と世界（市民運動の役割）

島根県立大学名誉教授　井上　定彦
◦県議会報告
　山武長生夷隅医療圏の現状と課題

千葉県議会議員（茂原市選出）　横堀喜一郎
◦公共の担い手　千葉市日中友好協会の活動について
　　　　　　　　―民間・草の根の友好活動の必要性について―

千葉市日中友好協会会長　布施　貴良
◦シリーズ千葉の地域紹介
　緑豊かな環境で、安心して子育てができる街、八千代市に
　	 八千代市広報広聴課
◦新聞の切り抜き記事から	 研究員　井原　慶一
◦今期の入手資料	 編集部
◦一般社団法人 千葉県地方自治研究センターの概要（会員募集）	
◦編集後記	 事務局長　佐藤　晴邦

自治研ちば  2019年2月（vol.28）51



ご相談は　全労済千葉推進本部（千葉県勤労者共済生活協同組合）
Tel 043-287-8165（受付時間：平日9時～ 17時　※祝日を除く） 1218A001

 

【ＡＴＭ・ＣＤ引出手数料キャッシュバックサービス】 ※普通預金・
貯蓄預金口座のお引出し、カードローン(マイプラン・教育ローン［カード型］)のお引出し
を対象に、１口座あたり何回でも、ＡＴＭ・ＣＤご利用時のお引出手数料が即時にご利
用口座へキャッシュバックされます。※キャッシュバック回数に制限はありません。  
【振込手数料キャッシュバックサービス】 ※〈中央ろうきん〉に給与振込
または年金振込をご指定の方を対象に、「インターネット/モバイルバンキング」からの
振込による振込手数料が、お１人様あたり１ヶ月につき、日付、時刻の早い順に３回ま
でキャッシュバックされます。※キャッシュバックされたお振込手数料は、翌月２０日(休
業日の場合は前営業日)に、お振込手数料をお引きしたお客様の〈中央ろうきん〉普通
預金・貯蓄預金口座へご入金します。※キャッシュバック時にキャッシュバック対象口
座が解約されている場合等、キャッシュバックの対象外となる場合があります。※キャ
ッシュバックサービスは、個人のお客様が対象となります。 
※1 メンテナンス等によりサービスが利用できない日・時間帯があります。また、お取引
内容と時間帯によっては、翌営業日扱いになることがあります。 

商品の詳細は〈中央ろうきん〉千葉県本部へ

ＴＥＬ：043-251-5162 ２０１９年１月１日現在 

※設置場所や営業時間、メンテナンス等によりご利用いただけない場合があります。 

※ご利用時間は、始発
から終電まで３６５日。
カードローンはご利用い
ただけません。 





心地よく流れる時間を、すべてのお客様のために・・・ 優雅で充実したひとときを、心ゆくまでご堪能ください。

お車にて ──────────────────────────
◇東関東自動車道「湾岸習志野I.C.」より25分、
　国道357号線を蘇我方面へ、左手より「千葉みなと駅」方面へ右折　
電車・モノレールにて ─────────────────────
◇JR京葉線・千葉都市モノレール「千葉みなと駅」より徒歩5分

https://www.okura-chiba.com

レストラン
「セブンシーズ」

和洋中の豊富なメニューが自慢のバイキングです。
人気のチョコレートファウンテンもお楽しみください。

土・日・祝日限定〈年末年始等、特別日を除く〉

千葉都市モノレール1号線
市役所駅前

国道357号

JR京葉線

●千葉中央警察署

●千葉中央郵便局
●千葉県立美術館

千葉ポートタワー●

千葉市役所●

千葉みなと駅
ロータリー

一般社団法人 千葉県地方自治研究センター
〒260-0013 千葉市中央区中央4丁目13番10号
千葉県教育会館新館６階　自治労千葉県本部内

TEL.043-225-0020
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特別史跡 加曽利貝塚（千葉市）

第11回千葉県地方自治研究集会

公共施設・インフラの老朽化と地方財政
　～住民の安全・安心を守るために


